
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
号

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

目
次第

一
章
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進
計
画
（
第
一
条
）

第
一
章
の
二
　
管
理
計
画
の
認
定
等
（
第
一
条
の
二―

第
一
条
の
十
八
）

第
一
章
の
三
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
（
第
一
条
の
十
九―

第
四
十
九
条
）

第
一
節
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
試
験
（
第
一
条
の
十
九―

第
二
十
四
条
）

第
二
節
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
登
録
（
第
二
十
四
条
の
二―

第
四
十
条
）

第
三
節
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
講
習
（
第
四
十
一
条―

第
四
十
九
条
）

第
二
章
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
（
第
五
十
条―

第
九
十
三
条
）

第
一
節
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
の
登
録
（
第
五
十
条―

第
六
十
条
）

第
二
節
　
管
理
業
務
主
任
者
の
設
置
（
第
六
十
一
条
・
第
六
十
二
条
）

第
三
節
　
管
理
業
務
主
任
者
試
験
（
第
六
十
三
条―

第
六
十
七
条
）

第
四
節
　
管
理
業
務
主
任
者
登
録
（
第
六
十
八
条―

第
八
十
条
）

第
五
節
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
務
（
第
八
十
一
条―

第
九
十
三
条
）

第
三
章
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進
セ
ン
タ
ー
（
第
九
十
四
条―

第
九
十
六
条
）

第
四
章
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
の
団
体
（
第
九
十
七
条―

第
百
条
）

第
五
章
　
雑
則
（
第
百
一
条―

第
百
六
条
）

附
則

第
一
章
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進
計
画

（
法
第
三
条
の
二
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
）

第
一
条
　
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
二
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
二
十
年
と
す
る
。

第
一
章
の
二
　
管
理
計
画
の
認
定
等

（
管
理
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
一
条
の
二
　
法
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
申
請
書
の
正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
そ
の
他
計
画
作
成
都
道
府
県
知
事
等
が
必

要
と
認
め
る
書
類
（
第
一
条
の
十
一
を
除
き
、
以
下
「
添
付
書
類
」
と
総
称
す
る
。
）
を
添
え
て
、
計
画
作
成
都
道
府
県
知
事
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
認
定
の
申
請
を
決
議
（
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
九
号
。
以
下
こ
の
項
、
第
八
十
二
条
第
一
号
及
び
第
八
十
五
条
第
二
号
に
お
い
て
「
区
分
所
有
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
一

項
（
区
分
所
有
法
第
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
決
議
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
し
た
集
会
（
区
分
所
有
法
第
三
十
四
条
（
区
分
所
有
法
第
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
集
会
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
一
条
の
五
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
議
事
録
の
写
し
（
区
分
所
有
法
第
十
八
条
第
二
項
（
区
分
所
有
法
第
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
規
約
（
区
分
所
有
法
第
三
十
条
第
一
項
（
区
分
所
有
法
第
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
約
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
、
第
一
条
の
五
第
四
号
及
び
第
一
条
の
九

第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
別
段
の
定
め
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
約
の
写
し
及
び
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
認
定
の
申
請
を
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
）

二
　
長
期
修
繕
計
画
（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
修
繕
に
関
す
る
長
期
の
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
写
し
及
び
当
該
長
期
修
繕
計
画
の
作
成
又
は
変
更
を
決
議
し
た
集
会
の
議
事
録
の
写
し
（
区
分
所
有
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
規
約
で
別
段
の
定
め
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
約
の
写
し
及
び
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
長
期
修
繕
計
画
を
作
成
し
、
又
は
変
更
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
）

三
　
申
請
の
日
（
以
下
こ
の
項
並
び
に
第
一
条
の
四
第
一
号
及
び
第
二
号
に
お
い
て
「
申
請
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
の
集
会
に
お
い
て
決
議
さ
れ
た
管
理
組
合
の
貸
借
対
照
表
及
び
収
支
計
算
書

（
当
該
直
前
の
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
申
請
日
を
含
む
事
業
年
度
に
お
け
る
集
会
に
お
い
て
決
議
さ
れ
た
収
支
予
算
書
）
並
び
に
当
該
直
前
の
事
業
年
度
の
各
月
に
お
い
て
組
合
員
が
滞
納
し
て
い
る
修
繕
積
立
金
の

額
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

四
　
区
分
所
有
法
第
三
条
又
は
第
六
十
五
条
に
規
定
す
る
団
体
が
申
請
に
係
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
区
分
所
有
法
第
二
十
五
条
第
一
項
（
区
分
所
有
法
第
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
り
管
理
者
を
選
任
す
る
こ
と
を
決
議
し
た
集
会
の
議
事
録
の
写
し
（
区
分
所
有
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
規
約
で
別
段
の
定
め
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
約
の
写
し
及
び
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
管
理
者
が
選
任
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
）

五
　
区
分
所
有
法
第
四
十
七
条
第
一
項
（
区
分
所
有
法
第
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
法
人
が
申
請
に
係
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
区
分
所
有
法
第
四
十
九
条
第
一
項
（
区

分
所
有
法
第
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
理
事
を
置
く
こ
と
を
決
議
し
た
集
会
の
議
事
録
の
写
し
（
区
分
所
有
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
規
約
で
別
段
の
定
め
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
規
約
の
写
し
及
び
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
理
事
が
置
か
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
）

六
　
監
事
（
管
理
組
合
の
業
務
の
執
行
及
び
財
産
の
状
況
を
監
査
し
、
そ
の
監
査
の
結
果
を
集
会
に
報
告
す
る
者
と
し
て
規
約
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
第
一
条
の
五
第
一
号
並
び
に
第
一
条
の
九
第
三
号
及
び
第
四

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
置
く
こ
と
を
決
議
し
た
集
会
の
議
事
録
の
写
し
（
区
分
所
有
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
規
約
で
別
段
の
定
め
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
約
の
写
し
及
び
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
監

事
が
置
か
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
）

1



七
　
申
請
日
の
直
近
に
お
い
て
開
か
れ
た
集
会
の
議
事
録
の
写
し

八
　
申
請
に
係
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
の
名
簿
（
第
一
条
の
五
第
三
号
に
お
い
て
「
区
分
所
有
者
名
簿
」
と
い
う
。
）
及
び
申
請
に
係
る
マ
ン
シ
ョ
ン
に
居
住
す
る
者
の
名
簿
（
同
号
に
お
い
て
「
居
住
者
名
簿
」
と
い
う
。
）

が
作
成
さ
れ
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
名
簿
が
年
一
回
以
上
更
新
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

九
　
規
約
の
写
し

２
　
前
項
に
規
定
す
る
計
画
作
成
都
道
府
県
知
事
等
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
え
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
計
画
作
成
都
道
府
県
知
事
等
が
不
要
と
認
め
る
も
の
を
同
項
の
申

請
書
に
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
管
理
計
画
の
記
載
事
項
）

第
一
条
の
三
　
法
第
五
条
の
三
第
二
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
管
理
計
画
が
、
都
道
府
県
等
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
指
針
に
照
ら
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
と
す
る
。

（
管
理
の
方
法
の
基
準
）

第
一
条
の
四
　
法
第
五
条
の
四
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
長
期
修
繕
計
画
が
作
成
さ
れ
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
マ
ン
シ
ョ
ン
の
修
繕
そ
の
他
の
管
理
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
申
請
日
以
前
七
年
以
内
に
作
成
さ
れ
、
又
は
変
更
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
計
画
期
間
が
三
十
年
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
申
請
日
か
ら
当
該
計
画
期
間
の
終
了
の
日
ま
で
の
間
に
二
回
以
上
の
大
規
模
修
繕
（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
物
の
外
壁
に
つ
い
て
行
う
修
繕
又
は
模
様
替
を
含
む
大
規
模
な
工
事
を
い
う
。

第
六
十
九
条
の
六
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
実
施
を
予
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
申
請
日
か
ら
当
該
計
画
期
間
の
終
了
の
日
ま
で
の
間
に
マ
ン
シ
ョ
ン
の
除
却
そ
の
他
の
措
置
の
実
施
が
予
定
さ
れ
、
そ
の
実
施
時
期
が
適
切

に
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
。

三
　
マ
ン
シ
ョ
ン
の
構
造
又
は
維
持
若
し
く
は
修
繕
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
次
に
掲
げ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
修
繕
に
関
す
る
事
項
が
適
切
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

イ
　
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
物
の
修
繕
の
内
容
に
関
す
る
事
項

ロ
　
マ
ン
シ
ョ
ン
の
附
属
設
備
の
修
繕
の
内
容
に
関
す
る
事
項

ハ
　
マ
ン
シ
ョ
ン
の
附
属
施
設
の
修
繕
の
内
容
に
関
す
る
事
項

ニ
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
修
繕
に
必
要
な
仮
設
工
事
の
内
容
に
関
す
る
事
項

ホ
　
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
工
事
の
実
施
に
必
要
な
調
査
の
実
施
そ
の
他
の
措
置
に
関
す
る
事
項

ヘ
　
長
期
修
繕
計
画
の
変
更
に
必
要
な
調
査
の
実
施
そ
の
他
の
措
置
に
関
す
る
事
項

ト
　
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
実
施
時
期
及
び
実
施
に
必
要
な
費
用
に
関
す
る
事
項

（
管
理
組
合
の
運
営
の
状
況
の
基
準
）

第
一
条
の
五
　
法
第
五
条
の
四
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
管
理
者
等
及
び
監
事
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
集
会
が
年
一
回
以
上
開
か
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
区
分
所
有
者
名
簿
及
び
居
住
者
名
簿
が
作
成
さ
れ
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
名
簿
が
年
一
回
以
上
更
新
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

四
　
規
約
に
次
に
掲
げ
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

イ
　
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
た
め
必
要
と
な
る
、
管
理
者
等
に
よ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
の
専
有
部
分
及
び
規
約
（
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
含
む
。
）
の
定
め
に
よ
り
特
定
の
者
の
み
が
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ

れ
た
部
分
へ
の
立
入
り
に
関
す
る
事
項

ロ
　
マ
ン
シ
ョ
ン
の
点
検
、
修
繕
そ
の
他
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
維
持
管
理
に
関
す
る
記
録
の
作
成
及
び
保
存
に
関
す
る
事
項

ハ
　
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
か
ら
マ
ン
シ
ョ
ン
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
要
求
さ
れ
た
場
合
の
対
応
に
関
す
る
事
項

（
認
定
の
通
知
）

第
一
条
の
六
　
法
第
五
条
の
五
の
認
定
の
通
知
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の
二
に
よ
る
通
知
書
に
第
一
条
の
二
第
一
項
の
申
請
書
の
副
本
及
び
そ
の
添
付
書
類
を
添
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
管
理
計
画
の
認
定
の
更
新
の
申
請
）

第
一
条
の
七
　
認
定
管
理
者
等
は
、
法
第
五
条
の
六
第
一
項
の
認
定
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の
三
に
よ
る
申
請
書
の
正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
添
付
書
類
を
添
え
て
、
計
画
作
成
都
道
府
県
知
事

等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
第
一
条
の
二
第
二
項
及
び
第
一
条
の
三
の
規
定
は
、
前
項
の
認
定
の
更
新
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
認
定
の
更
新
の
通
知
）

第
一
条
の
八
　
法
第
五
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
更
新
の
通
知
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の
四
に
よ
る
通
知
書
に
前
条
第
一
項
の
申
請
書
の
副
本
及
び
そ
の
添
付
書
類
を
添
え
て
行
う
も

の
と
す
る
。

（
法
第
五
条
の
七
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
）

第
一
条
の
九
　
法
第
五
条
の
七
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
長
期
修
繕
計
画
の
変
更
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
マ
ン
シ
ョ
ン
の
修
繕
の
内
容
又
は
実
施
時
期
の
変
更
で
あ
っ
て
、
計
画
期
間
又
は
修
繕
資
金
計
画
（
長
期
修
繕
計
画
に
定
め
ら
れ
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
修
繕
の
実
施
に
必
要
な
資
金
の
総
額
、
内
訳
及
び
調
達
方
法
を
記
載
し
た

資
金
計
画
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の

ロ
　
修
繕
資
金
計
画
の
変
更
で
あ
っ
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
修
繕
の
実
施
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
も
の
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二
　
二
以
上
の
管
理
者
等
を
置
く
管
理
組
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
一
部
の
管
理
者
等
の
変
更
（
法
第
五
条
の
四
の
認
定
（
法
第
五
条
の
七
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
含
む
。
）
又
は
法
第
五
条
の
六
第
一
項
の
認
定
の
更
新
が
あ
っ
た
際

に
管
理
者
等
で
あ
っ
た
者
の
全
て
が
管
理
者
等
で
な
く
な
る
場
合
を
除
く
。
）

三
　
監
事
の
変
更

四
　
規
約
の
変
更
で
あ
っ
て
、
監
事
の
職
務
及
び
第
一
条
の
五
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の

（
管
理
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

第
一
条
の
十
　
法
第
五
条
の
七
第
一
項
の
変
更
の
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の
五
に
よ
る
申
請
書
の
正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
添
付
書
類
の
う
ち
変
更
に
係
る
も
の
を
添
え
て
、
計
画
作
成
都
道
府

県
知
事
等
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
変
更
の
認
定
の
通
知
）

第
一
条
の
十
一
　
法
第
五
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
の
通
知
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の
六
に
よ
る
通
知
書
に
前
条
の
申
請
書
の
副
本
及
び
そ
の
添
付
書
類
を
添
え
て
行
う
も
の
と
す

る
。

（
指
定
認
定
事
務
支
援
法
人
の
指
定
の
要
件
）

第
一
条
の
十
二
　
法
第
五
条
の
十
二
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
認
定
支
援
事
務
（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
三
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
支
援
事
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
適

確
に
実
施
す
る
に
足
り
る
経
理
的
及
び
技
術
的
な
基
礎
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
法
人
の
役
員
又
は
職
員
の
構
成
が
、
認
定
支
援
事
務
の
公
正
な
実
施
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
認
定
支
援
事
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
認
定
支
援
事
務
の
公
正
な
実
施
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
前
三
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
認
定
支
援
事
務
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
適
格
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
法
第
五
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
務
）

第
一
条
の
十
三
　
法
第
五
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
管
理
計
画
が
、
都
道
府
県
等
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
指
針
に
照
ら
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
調
査
す
る
こ
と
に
関
す
る

事
務
と
す
る
。

（
認
定
支
援
事
務
の
委
託
の
公
示
等
）

第
一
条
の
十
四
　
計
画
作
成
都
道
府
県
等
は
、
法
第
五
条
の
十
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
委
託
す
る
指
定
認
定
事
務
支
援
法
人
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
委
託
開
始
の
予
定
年
月
日

三
　
委
託
す
る
認
定
支
援
事
務
の
内
容

２
　
計
画
作
成
都
道
府
県
等
は
、
法
第
五
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
終
了
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
委
託
し
て
い
る
指
定
認
定
事
務
支
援
法
人
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
委
託
終
了
の
年
月
日

三
　
委
託
し
て
い
る
認
定
支
援
事
務
の
内
容

（
指
定
認
定
事
務
支
援
法
人
に
係
る
指
定
の
申
請
）

第
一
条
の
十
五
　
令
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
法
第
五
条
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
認
定
事
務
支
援
法
人
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
、
計
画
作
成
都
道
府
県
知
事
等
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

イ
　
申
請
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
職
名

ロ
　
申
請
に
係
る
認
定
支
援
事
務
の
種
類

ハ
　
申
請
に
係
る
認
定
支
援
事
務
の
開
始
の
予
定
年
月
日

ニ
　
申
請
に
係
る
認
定
支
援
事
務
の
実
施
体
制

ホ
　
申
請
に
係
る
認
定
支
援
事
務
に
係
る
資
産
の
状
況

ヘ
　
役
員
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

ト
　
そ
の
他
指
定
に
関
し
必
要
と
認
め
る
事
項

二
　
申
請
者
の
定
款
、
寄
附
行
為
及
び
そ
の
登
記
事
項
証
明
書

三
　
令
第
一
条
第
二
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（
第
一
条
の
十
七
第
二
項
に
お
い
て
「
誓
約
書
」
と
い
う
。
）

（
令
第
一
条
第
二
項
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
一
条
の
十
六
　
令
第
一
条
第
二
項
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
職
員
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録
を
整
備
し
て
お
く
こ
と
。

二
　
実
施
し
た
認
定
支
援
事
務
の
内
容
等
の
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
て
お
く
こ
と
。
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（
指
定
認
定
事
務
支
援
法
人
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
等
）

第
一
条
の
十
七
　
令
第
二
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
申
請
者
の
代
表
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
職
名

二
　
役
員
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

三
　
申
請
者
の
定
款
、
寄
附
行
為
及
び
そ
の
登
記
事
項
証
明
書
（
当
該
指
定
に
係
る
事
務
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）

２
　
指
定
認
定
事
務
支
援
法
人
は
、
そ
の
名
称
若
し
く
は
住
所
又
は
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
す
る
と
き
は
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
計
画
作
成
都
道
府
県
知
事
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
役
員
の
変
更
に
伴
う
も
の
は
、
誓
約
書
を
添
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
指
定
認
定
事
務
支
援
法
人
は
、
当
該
認
定
支
援
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
廃
止
し
、
又
は
休
止
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
計
画
作
成
都
道
府
県
知
事
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
廃
止
し
、
又
は
休
止
す
る
認
定
支
援
事
務

二
　
廃
止
し
、
又
は
休
止
す
る
年
月
日

三
　
廃
止
し
、
又
は
休
止
す
る
理
由

四
　
休
止
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
休
止
の
予
定
期
間

（
令
第
五
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
一
条
の
十
八
　
令
第
五
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
指
定
認
定
事
務
支
援
法
人
の
名
称
及
び
住
所

二
　
当
該
指
定
に
係
る
認
定
支
援
事
務
の
種
類

三
　
指
定
を
し
、
当
該
指
定
認
定
事
務
支
援
法
人
の
名
称
若
し
く
は
住
所
の
変
更
又
は
認
定
支
援
事
務
の
廃
止
の
届
出
の
受
理
を
し
、
又
は
指
定
を
取
り
消
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
年
月
日

第
一
章
の
三
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士

第
一
節
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
試
験

（
試
験
の
基
準
）

第
一
条
の
十
九
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
試
験
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
試
験
」
と
い
う
。
）
は
、
管
理
組
合
の
運
営
そ
の
他
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
に
基
準
を
置
く
も
の
と

す
る
。

（
試
験
の
内
容
）

第
二
条
　
前
条
の
基
準
に
よ
っ
て
試
験
す
べ
き
事
項
は
、
お
お
む
ね
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
　
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
に
関
す
る
法
令
及
び
実
務
に
関
す
る
こ
と
（
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
管
理
組
合
の
運
営
の
円
滑
化
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
物
及
び
附
属
施
設
の
構
造
及
び
設
備
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
法
に
関
す
る
こ
と
。

（
法
第
七
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
）

第
三
条
　
法
第
七
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
管
理
業
務
主
任
者
試
験
に
合
格
し
た
者
と
す
る
。

（
試
験
の
一
部
免
除
）

第
四
条
　
管
理
業
務
主
任
者
試
験
に
合
格
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
に
掲
げ
る
試
験
す
べ
き
事
項
の
う
ち
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
免
除
す
る
。

（
試
験
期
日
等
の
公
告
）

第
五
条
　
試
験
を
施
行
す
る
期
日
、
場
所
そ
の
他
試
験
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
あ
ら
か
じ
め
官
報
で
公
告
す
る
。

（
受
験
手
続
）

第
六
条
　
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の
七
に
よ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
試
験
受
験
申
込
書
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
受
験
申
込
書
」
と
い
う
。
）
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
試
験
の
方
法
）

第
七
条
　
試
験
は
、
筆
記
の
方
法
に
よ
り
行
う
。

（
合
格
証
書
の
交
付
及
び
合
格
者
の
公
告
）

第
八
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
試
験
に
合
格
し
た
者
に
は
、
合
格
証
書
を
交
付
す
る
ほ
か
、
そ
の
受
験
番
号
を
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。

（
受
験
手
数
料
の
納
付
）

第
九
条
　
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
受
験
手
数
料
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
単
に
「
受
験
手
数
料
」
と
い
う
。
）
は
、
受
験
申
込
書
に
収
入
印
紙
を
貼
っ
て
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
の
申
請
等
）

第
十
条
　
法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
名
称
及
び
住
所

二
　
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
試
験
事
務
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
試
験
事
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
年
月
日
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２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二
　
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
及
び
当
該
事
業
年
度
末
の
財
産
目
録

三
　
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書

四
　
指
定
の
申
請
に
関
す
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

五
　
役
員
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
類

六
　
現
に
行
っ
て
い
る
業
務
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

七
　
試
験
事
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類

３
　
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
試
験
機
関
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
単
に
「
指
定
試
験
機
関
」
と
い
う
。
）
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
指
定
を
し
た
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

指
定
試
験
機
関

指
定
を
し
た
日

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

公
益
財
団
法
人
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
セ
ン
タ
ー

東
京
都
千
代
田
区
一
ツ
橋
二
丁
目
五
番
五
号

平
成
十
三
年
八
月
十
日

（
指
定
試
験
機
関
の
名
称
の
変
更
等
の
届
出
）

第
十
一
条
　
指
定
試
験
機
関
は
、
そ
の
名
称
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
後
の
指
定
試
験
機
関
の
名
称
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三
　
変
更
の
理
由

２
　
指
定
試
験
機
関
は
、
試
験
事
務
を
行
う
事
務
所
を
新
設
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
新
設
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
新
設
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
事
務
所
に
お
い
て
試
験
事
務
を
開
始
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三
　
新
設
又
は
廃
止
の
理
由

（
役
員
の
選
任
及
び
解
任
）

第
十
二
条
　
指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
十
三
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
選
任
に
係
る
役
員
の
氏
名
及
び
略
歴
又
は
解
任
に
係
る
役
員
の
氏
名

二
　
選
任
又
は
解
任
の
理
由

（
事
業
計
画
等
の
認
可
の
申
請
）

第
十
三
条
　
指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項
前
段
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
申
請
書
に
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項
後
段
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三
　
変
更
の
理
由

（
試
験
事
務
規
程
の
認
可
の
申
請
）

第
十
四
条
　
指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
十
五
条
第
一
項
前
段
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
申
請
書
に
同
項
に
規
定
す
る
試
験
事
務
規
程
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
単
に
「
試
験
事
務
規
程
」
と
い
う
。
）
を

添
え
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
十
五
条
第
一
項
後
段
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三
　
変
更
の
理
由

（
試
験
事
務
規
程
の
記
載
事
項
）

第
十
五
条
　
法
第
十
五
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
試
験
事
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

二
　
試
験
事
務
を
行
う
事
務
所
及
び
試
験
地
に
関
す
る
事
項

三
　
試
験
事
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

四
　
受
験
手
数
料
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

五
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
試
験
委
員
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
試
験
委
員
」
と
い
う
。
）
の
選
任
及
び
解
任
に
関
す
る
事
項

六
　
試
験
事
務
に
関
す
る
秘
密
の
保
持
に
関
す
る
事
項

七
　
試
験
事
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
管
理
に
関
す
る
事
項
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八
　
そ
の
他
試
験
事
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
試
験
委
員
の
要
件
）

第
十
六
条
　
法
第
十
六
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
大
学
に
お
い
て
民
事
法
学
、
行
政
法
学
、
会
計
学
又
は
建
築
学
を
担
当
す
る
教
授
若
し
く
は
准
教
授
の
職
に
あ
り
、
又
は
あ
っ
た
者
そ
の
他
こ
れ
ら
の
者
に
相
当
す

る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

二
　
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
職
員
又
は
職
員
で
あ
っ
た
者
で
、
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
専
門
的
な
知
識
を
有
す
る
も
の

（
試
験
委
員
の
選
任
等
の
届
出
）

第
十
七
条
　
法
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
試
験
委
員
の
選
任
又
は
変
更
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
に
よ
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
選
任
し
た
試
験
委
員
の
氏
名
及
び
略
歴
又
は
変
更
し
た
試
験
委
員
の
氏
名

二
　
選
任
し
、
又
は
変
更
し
た
年
月
日

三
　
選
任
又
は
変
更
の
理
由

（
規
定
の
適
用
）

第
十
八
条
　
指
定
試
験
機
関
が
試
験
事
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
第
六
条
、
第
八
条
及
び
第
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
及
び
第
八
条
中
「
国
土
交
通
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
試
験
機
関
」
と
、
第
九
条
中
「
受
験

申
込
書
に
収
入
印
紙
を
貼
っ
て
納
付
す
る
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
試
験
事
務
規
程
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
納
付
す
る
も
の
と
す
る
」
と
す
る
。

（
受
験
停
止
の
処
分
等
の
報
告
等
）

第
十
九
条
　
指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
に
関
す
る
不
正
行
為
に
関
係
の
あ
る
者
に
対
し
て
、
そ
の
受
験
を
停
止
さ
せ
、
又
は
そ
の
試
験

を
無
効
と
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
処
分
を
行
っ
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
処
分
の
内
容
及
び
処
分
を
行
っ
た
年
月
日

三
　
不
正
の
行
為
の
内
容

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
九
条
第
二
項
の
処
分
を
行
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
指
定
試
験
機
関
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
処
分
を
行
っ
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
処
分
の
内
容
及
び
処
分
を
行
っ
た
年
月
日

（
帳
簿
の
備
付
け
等
）

第
二
十
条
　
法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
試
験
年
月
日

二
　
試
験
地

三
　
受
験
者
の
受
験
番
号
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
合
否
の
別

四
　
試
験
の
合
格
年
月
日

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
第
六
十
九
条
の
十
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応

じ
指
定
試
験
機
関
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
っ
て
法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
帳
簿
へ
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
帳
簿
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
含
む
。
）
は
、
試
験
事
務
を
廃
止
す
る
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
試
験
結
果
の
報
告
）

第
二
十
一
条
　
指
定
試
験
機
関
は
、
試
験
事
務
を
実
施
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
試
験
年
月
日

二
　
試
験
地

三
　
受
験
申
込
者
数

四
　
受
験
者
数

五
　
試
験
に
合
格
し
た
者
の
数

六
　
試
験
の
合
格
年
月
日

２
　
前
項
の
報
告
書
に
は
、
試
験
に
合
格
し
た
者
の
受
験
番
号
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
を
記
載
し
た
合
格
者
一
覧
表
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
二
条
　
削
除

（
試
験
事
務
の
休
廃
止
の
許
可
の
申
請
）

第
二
十
三
条
　
指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
試
験
事
務
の
範
囲

二
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日
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三
　
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
期
間

四
　
休
止
又
は
廃
止
の
理
由

（
試
験
事
務
の
引
継
ぎ
等
）

第
二
十
四
条
　
指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
試
験
事
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
廃
止
す
る
場
合
、
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
又
は
法
第
二
十
七
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
試
験
事
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
試
験
事
務
を
国
土
交
通
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

二
　
試
験
事
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
国
土
交
通
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

三
　
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項

第
二
節
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
登
録

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
）

第
二
十
四
条
の
二
　
法
第
三
十
条
第
一
項
第
六
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と

が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
登
録
の
申
請
）

第
二
十
五
条
　
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
登
録
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
登
録
申
請
書
に
は
、
法
第
三
十
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
旨
を
誓
約
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
七
第
四

項
に
規
定
す
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
住
民
票
コ
ー
ド
（
同
法
第
七
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
住
民
票
コ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、
同
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に

よ
る
そ
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
第
二
項
の
誓
約
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
登
録
簿
の
登
載
事
項
）

第
二
十
六
条
　
法
第
三
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
住
所

二
　
本
籍
（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
有
す
る
国
籍
）
及
び
性
別

三
　
試
験
の
合
格
年
月
日
及
び
合
格
証
書
番
号

四
　
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
講
習
機
関
か
ら
第
四
十
二
条
の
十
一
第
一
項
の
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
、
又
は
第
四
十
二
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
り
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
講
習

の
修
了
年
月
日
及
び
講
習
を
行
っ
た
機
関
の
氏
名
又
は
名
称
を
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
登
録
簿
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
登
録
簿
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
五
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
登
録
証
）

第
二
十
七
条
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
登
録
証
（
以
下
「
登
録
証
」
と
い
う
。
）
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
六
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
二
十
八
条
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
は
、
法
第
三
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
別
記
様
式
第
七
号
に
よ
る
登
録
事
項
変
更
届
出
書
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
変
更
届
出
書
」
と
い
う
。
）
を
国
土
交
通
大

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
証
再
交
付
の
申
請
等
）

第
二
十
九
条
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
は
、
登
録
証
を
亡
失
し
、
滅
失
し
、
汚
損
し
、
又
は
破
損
し
た
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
登
録
証
の
再
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
再
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
八
号
に
よ
る
登
録
証
再
交
付
申
請
書
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
再
交
付
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
汚
損
又
は
破
損
を
理
由
と
す
る
登
録
証
の
再
交
付
は
、
汚
損
し
、
又
は
破
損
し
た
登
録
証
と
引
換
え
に
新
た
な
登
録
証
を
交
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

４
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
は
、
登
録
証
の
亡
失
に
よ
り
そ
の
再
交
付
を
受
け
た
後
に
お
い
て
、
亡
失
し
た
登
録
証
を
発
見
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
発
見
し
た
登
録
証
を
国
土
交
通
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
の
取
消
し
の
通
知
等
）

第
三
十
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
名
称
の
使
用
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
理
由
を
付
し
、
そ
の
旨
を
登
録
の
取
消
し
又
は
名

称
の
使
用
の
停
止
の
処
分
を
受
け
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
者
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
以
内
に
、
登
録
証
を
国
土
交
通
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
死
亡
等
の
届
出
）

第
三
十
一
条
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
又
は
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
に
規
定
す
る
届
出
義
務
者
（
第
三
号
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
同
居
の
親
族
）
若
し
く
は
法
定
代
理
人
は
、
遅
滞
な
く
、
登
録
証
（
同
号
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
病
名
、
障
害
の
程
度
、
病
因
、
病
後
の
経
過
、
治
癒
の
見
込
み
そ
の
他
参
考
と
な
る
所
見

を
記
載
し
た
医
師
の
診
断
書
）
を
添
え
、
そ
の
旨
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
死
亡
し
、
又
は
失
踪
の
宣
告
を
受
け
た
場
合
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二
　
法
第
三
十
条
第
一
項
各
号
（
第
三
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合

三
　
精
神
の
機
能
の
障
害
を
有
す
る
こ
と
に
よ
り
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
と
な
っ
た
場
合

（
登
録
簿
の
登
録
の
訂
正
等
）

第
三
十
二
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
第
二
十
八
条
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
、
第
三
十
一
条
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
、
又
は
法
第
三
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
登
録
を
取
り
消
し
、
若
し
く

は
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
名
称
の
使
用
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
登
録
簿
の
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
に
関
す
る
登
録
を
訂
正
し
、
若
し
く
は
消
除
し
、
又
は
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
名
称
の
使
用
の
停

止
を
し
た
旨
を
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
登
録
簿
に
記
載
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
登
録
の
訂
正
若
し
く
は
消
除
又
は
名
称
の
使
用
の
停
止
の
理
由
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
証
の
再
交
付
等
に
係
る
手
数
料
の
納
付
）

第
三
十
三
条
　
法
第
三
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
手
数
料
は
、
変
更
届
出
書
又
は
再
交
付
申
請
書
に
、
そ
れ
ぞ
れ
収
入
印
紙
を
貼
っ
て
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
さ
れ
た
手
数
料
は
、
こ
れ
を
返
還
し
な
い
。

（
規
定
の
適
用
）

第
三
十
四
条
　
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
登
録
機
関
（
以
下
こ
の
節
及
び
次
節
に
お
い
て
単
に
「
指
定
登
録
機
関
」
と
い
う
。
）
が
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
登
録
の
実
施
に
関
す
る
事
務
（
以
下
こ
の
節
及
び
次
節
に
お
い

て
「
登
録
事
務
」
と
い
う
。
）
を
行
う
場
合
に
お
け
る
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
六
条
第
二
項
、
第
二
十
八
条
、
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
三
十
条
第
二
項
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
二
条
並
び
に
第
三

十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
三
十
三
条
第
一
項
を
除
く
。
）
中
「
国
土
交
通
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
登
録
機
関
」
と
、
第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
法
第
三
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
条
第
一
項
」
と
、
第
二
十
六
条
第
二
項
中
「
第
四
十
二
条
の
十
一
第
一
項
の
報
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
の
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
修
了
者
一

覧
表
」
と
、
「
、
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
、
又
は
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
か
ら
」
と
、
「
交
付
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
交
付
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
た
」
と
、
第
三
十
二
条
中
「
法
第
三
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
」
と
、
「
停
止
を
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
停
止
が
あ
っ
た
」
と
、
第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
法
第
三
十
五
条
第
二

項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
法
第
三
十
七
条
第
二
項
」
と
、
「
変
更
届
出
書
又
は
再
交
付
申
請
書
に
、
そ
れ
ぞ
れ
収
入
印
紙
を
貼
っ
て
納
付
す
る
も

の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
事
務
規
程
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
納
付
す
る
も
の
と
す
る
」
と
す
る
。

（
指
定
登
録
機
関
へ
の
通
知
）

第
三
十
五
条
　
指
定
登
録
機
関
が
登
録
事
務
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
登
録
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を
定
め
て
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
名
称
の
使
用

の
停
止
を
命
じ
た
と
き
、
又
は
第
四
十
二
条
の
十
四
に
規
定
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
指
定
登
録
機
関
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
事
務
規
程
の
記
載
事
項
）

第
三
十
六
条
　
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
登
録
事
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

二
　
登
録
事
務
を
行
う
事
務
所
に
関
す
る
事
項

三
　
登
録
事
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

四
　
手
数
料
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

五
　
登
録
事
務
に
関
す
る
秘
密
の
保
持
に
関
す
る
事
項

六
　
登
録
事
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
並
び
に
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
登
録
簿
の
管
理
に
関
す
る
事
項

七
　
そ
の
他
登
録
事
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
帳
簿
の
備
付
け
等
）

第
三
十
七
条
　
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
各
月
に
お
け
る
登
録
の
件
数

二
　
各
月
に
お
け
る
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
の
件
数

三
　
各
月
に
お
け
る
登
録
の
消
除
の
件
数

四
　
各
月
に
お
け
る
登
録
証
の
訂
正
及
び
再
交
付
の
件
数

五
　
各
月
の
末
日
に
お
い
て
登
録
を
受
け
て
い
る
者
の
人
数

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
指
定
登
録
機
関
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、

当
該
記
録
を
も
っ
て
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
帳
簿
へ
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
帳
簿
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
含
む
。
）
は
、
登
録
事
務
を
廃
止
す
る
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
登
録
状
況
の
報
告
）

第
三
十
八
条
　
指
定
登
録
機
関
は
、
事
業
年
度
の
各
四
半
期
の
経
過
後
遅
滞
な
く
、
当
該
四
半
期
に
お
け
る
登
録
の
件
数
、
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
の
件
数
、
登
録
の
消
除
の
件
数
、
登
録
証
の
訂
正
及
び
再
交
付
の
件
数
並
び
に
当

該
四
半
期
の
末
日
に
お
い
て
登
録
を
受
け
て
い
る
者
の
人
数
を
記
載
し
た
登
録
状
況
報
告
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
不
正
登
録
者
の
報
告
）

第
三
十
九
条
　
指
定
登
録
機
関
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
と
思
料
す
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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一
　
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
に
係
る
登
録
事
項

二
　
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段

（
準
用
）

第
四
十
条
　
第
十
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
並
び
に
第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
指
定
登
録
機
関
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
十
二
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
の
規
定
を
除
く
。
）
中

「
試
験
事
務
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
事
務
」
と
、
第
十
条
第
一
項
中
「
法
第
十
一
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
六
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
法
第
十
一
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
六
条
第
一
項
」
と
、

「
試
験
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
」
と
、
第
十
二
条
中
「
法
第
十
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
一
項
」
と
、
第
十
三
条
第
一
項
中
「
法
第
十
四
条
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
法

第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
一
項
前
段
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
十
四
条
第
一
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
一
項
後
段
」
と
、
第
十
四
条
第
一
項
中
「
法

第
十
五
条
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
一
項
前
段
」
と
、
「
試
験
事
務
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
事
務
規
程
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
十
五
条
第
一
項
後
段
」
と
あ
る
の

は
「
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
一
項
後
段
」
と
、
第
二
十
三
条
中
「
法
第
二
十
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
第
一
項
」
と
、
第
二
十
四
条
中
「
法
第

二
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
」
と
、
「
法
第
二
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
」
と
、
「
法
第
二
十
七
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法

第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
第
二
項
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
及
び
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
、
書
類
及
び
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
登
録
簿
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
節
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
講
習

（
法
第
四
十
一
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
）

第
四
十
一
条
　
法
第
四
十
一
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

（
登
録
の
申
請
）

第
四
十
二
条
　
法
第
四
十
一
条
の
登
録
又
は
法
第
四
十
一
条
の
五
第
一
項
の
登
録
の
更
新
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
登
録
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
十
号
に
よ
る
申
請
書
（
第
四
十
二
条
の
三
に
お
い

て
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

ロ
　
申
請
に
係
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

ハ
　
役
員
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
類

二
　
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
登
録
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
略
歴
を
記
載
し
た
書
類

三
　
法
第
四
十
一
条
の
講
習
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
登
録
講
習
」
と
い
う
。
）
が
法
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
科
目
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
登
録
講
習
科
目
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
師
（
以

下
こ
の
節
に
お
い
て
「
登
録
講
習
講
師
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

四
　
法
第
四
十
一
条
の
二
の
講
習
事
務
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
登
録
講
習
事
務
」
と
い
う
。
）
以
外
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
の
種
類
及
び
概
要
を
記
載
し
た
書
類

五
　
登
録
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
第
四
十
一
条
の
三
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

六
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
う
ち
住
民
票
コ
ー
ド
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
そ
の
提

供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
住
民
票
の
抄
本
若
し
く
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七

号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
写
し
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
を
証
明
す
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
登
録
講
習
機
関
登
録
簿
の
記
載
事
項
）

第
四
十
二
条
の
二
　
法
第
四
十
一
条
の
四
第
二
項
第
四
号
（
法
第
四
十
一
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
法
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
登
録
講
習
機
関
（
以
下
こ
の
節
に
お

い
て
単
に
「
登
録
講
習
機
関
」
と
い
う
。
）
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
役
員
の
氏
名
と
す
る
。

（
登
録
の
更
新
の
申
請
期
間
）

第
四
十
二
条
の
三
　
法
第
四
十
一
条
の
五
第
一
項
の
登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
登
録
の
有
効
期
間
満
了
の
日
の
九
十
日
前
か
ら
三
十
日
前
ま
で
の
間
に
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
講
習
事
務
の
実
施
基
準
）

第
四
十
二
条
の
四
　
法
第
四
十
一
条
の
六
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
登
録
講
習
を
毎
年
一
回
以
上
行
う
こ
と
。

二
　
登
録
講
習
は
講
義
に
よ
り
行
い
、
講
義
時
間
の
合
計
は
お
お
む
ね
六
時
間
と
し
、
登
録
講
習
科
目
ご
と
の
講
義
時
間
は
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
時
間
と
す
る
こ
と
。

三
　
登
録
講
習
科
目
に
応
じ
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
事
項
を
含
む
適
切
な
内
容
の
教
材
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
登
録
講
習
教
材
」
と
い
う
。
）
を
用
い
る
こ
と
。

四
　
登
録
講
習
講
師
は
講
義
の
内
容
に
関
す
る
受
講
者
の
質
問
に
対
し
、
登
録
講
習
中
に
適
切
に
応
答
す
る
こ
と
。

五
　
登
録
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
登
録
講
習
修
了
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
別
記
様
式
第
十
号
の
二
に
よ
る
修
了
証
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
単
に
「
修
了
証
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
こ
と
。

六
　
不
正
な
受
講
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

七
　
登
録
講
習
を
実
施
す
る
日
時
、
場
所
そ
の
他
登
録
講
習
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
及
び
当
該
講
習
が
登
録
講
習
で
あ
る
旨
を
公
示
す
る
こ
と
。

八
　
登
録
講
習
事
務
以
外
の
業
務
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
業
務
が
登
録
講
習
事
務
で
あ
る
と
誤
認
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
表
示
そ
の
他
の
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

（
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
四
十
二
条
の
五
　
登
録
講
習
機
関
は
、
法
第
四
十
一
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三
　
変
更
の
理
由

（
講
習
事
務
規
程
の
記
載
事
項
）

第
四
十
二
条
の
六
　
法
第
四
十
一
条
の
八
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
登
録
講
習
事
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

二
　
登
録
講
習
事
務
を
行
う
事
務
所
及
び
登
録
講
習
の
実
施
場
所
に
関
す
る
事
項

三
　
登
録
講
習
の
実
施
に
係
る
公
示
の
方
法
に
関
す
る
事
項

四
　
登
録
講
習
の
受
講
の
申
込
み
に
関
す
る
事
項

五
　
登
録
講
習
の
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項

六
　
登
録
講
習
に
関
す
る
料
金
の
額
及
び
そ
の
収
納
方
法
に
関
す
る
事
項

七
　
登
録
講
習
の
内
容
及
び
時
間
に
関
す
る
事
項

八
　
登
録
講
習
に
用
い
る
登
録
講
習
教
材
に
関
す
る
事
項

九
　
修
了
証
の
交
付
に
関
す
る
事
項

十
　
第
四
十
二
条
の
十
第
三
項
の
帳
簿
そ
の
他
の
登
録
講
習
事
務
に
関
す
る
書
類
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十
一
　
不
正
受
講
者
の
処
分
に
関
す
る
事
項

十
二
　
そ
の
他
登
録
講
習
事
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
登
録
講
習
事
務
の
休
廃
止
の
届
出
）

第
四
十
二
条
の
七
　
登
録
講
習
機
関
は
、
法
第
四
十
一
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
登
録
講
習
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
登
録
講
習
事
務
の
範
囲

二
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三
　
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
期
間

四
　
休
止
又
は
廃
止
の
理
由

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る
方
法
）

第
四
十
二
条
の
八
　
法
第
四
十
一
条
の
十
第
二
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
紙
面
又
は
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
提
供
す
る
た
め
の
方
法
）

第
四
十
二
条
の
九
　
法
第
四
十
一
条
の
十
第
二
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
登
録
講
習
機
関
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
、
当
該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
が
送
信
さ
れ
、
受
信
者

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の

二
　
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
受
信
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
の
備
付
け
等
）

第
四
十
二
条
の
十
　
法
第
四
十
一
条
の
十
四
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
登
録
講
習
の
実
施
年
月
日

二
　
登
録
講
習
の
実
施
場
所

三
　
講
義
を
行
っ
た
登
録
講
習
講
師
の
氏
名
並
び
に
講
義
に
お
い
て
担
当
し
た
登
録
講
習
科
目
及
び
そ
の
時
間

四
　
受
講
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
登
録
番
号

五
　
登
録
講
習
修
了
者
に
あ
っ
て
は
、
前
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
修
了
証
の
交
付
年
月
日
及
び
修
了
証
番
号

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
登
録
講
習
機
関
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、

当
該
記
録
を
も
っ
て
帳
簿
へ
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
登
録
講
習
機
関
は
、
法
第
四
十
一
条
の
十
四
に
規
定
す
る
帳
簿
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
含
む
。
）
を
、
登
録
講
習
事
務
の
全
部
を
廃
止
す
る
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

４
　
登
録
講
習
機
関
は
、
登
録
講
習
に
用
い
た
登
録
講
習
教
材
を
登
録
講
習
を
実
施
し
た
日
か
ら
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
講
習
事
務
の
実
施
結
果
の
報
告
）

第
四
十
二
条
の
十
一
　
登
録
講
習
機
関
は
、
登
録
講
習
事
務
を
実
施
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
登
録
講
習
の
実
施
年
月
日
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二
　
登
録
講
習
の
実
施
場
所

三
　
受
講
申
込
者
数

四
　
受
講
者
数

五
　
登
録
講
習
修
了
者
数

２
　
前
項
の
報
告
書
に
は
、
登
録
講
習
修
了
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
登
録
番
号
並
び
に
登
録
講
習
の
修
了
年
月
日
、
修
了
証
の
交
付
年
月
日
及
び
修
了
証
番
号
を
記
載
し
た
修
了
者
一
覧
表
並
び
に

登
録
講
習
に
用
い
た
登
録
講
習
教
材
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
指
定
登
録
機
関
が
登
録
事
務
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
登
録
講
習
機
関
は
、
登
録
講
習
事
務
を
実
施
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
前
項
の
修
了
者
一
覧
表
を
指
定
登
録
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
講
習
事
務
の
引
継
ぎ
等
）

第
四
十
二
条
の
十
二
　
登
録
講
習
機
関
は
、
法
第
四
十
一
条
の
十
五
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
登
録
講
習
事
務
を
国
土
交
通
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

二
　
第
四
十
二
条
の
十
第
三
項
の
帳
簿
そ
の
他
の
登
録
講
習
事
務
に
関
す
る
書
類
を
国
土
交
通
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

三
　
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
講
習
の
受
講
手
続
）

第
四
十
二
条
の
十
三
　
法
第
四
十
一
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
十
号
の
三
に
よ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
講
習
受
講
申
込
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
講
習
の
修
了
）

第
四
十
二
条
の
十
四
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
そ
の
行
う
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て
、
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
講
習
手
数
料
の
納
付
）

第
四
十
二
条
の
十
五
　
法
第
四
十
一
条
の
十
五
第
三
項
に
規
定
す
る
手
数
料
は
、
第
四
十
二
条
の
十
三
に
規
定
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
講
習
受
講
申
込
書
に
収
入
印
紙
を
貼
っ
て
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
二
条
の
十
六
　
削
除

第
四
十
三
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま
で
　
削
除

第
二
章
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業

第
一
節
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
の
登
録

（
更
新
の
登
録
の
申
請
期
間
）

第
五
十
条
　
法
第
四
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
更
新
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
登
録
の
有
効
期
間
満
了
の
日
の
九
十
日
前
か
ら
三
十
日
前
ま
で
の
間
に
登
録
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
申
請
書
）

第
五
十
一
条
　
法
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
申
請
書
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
単
に
「
登
録
申
請
書
」
と
い
う
。
）
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
一
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
事
務
所
）

第
五
十
二
条
　
法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
事
務
所
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
本
店
又
は
支
店
（
商
人
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
又
は
従
た
る
事
務
所
）

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
継
続
的
に
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
有
す
る
場
所
で
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
に
係
る
契
約
の
締
結
又
は
履
行
に
関
す
る
権
限
を
有
す
る
使
用
人
を
置
く
も
の

（
添
付
書
類
）

第
五
十
三
条
　
法
第
四
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
経
歴
書

二
　
事
務
所
に
つ
い
て
法
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

三
　
登
録
申
請
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
役
員
並
び
に
相
談
役
及
び
顧
問
を
い
い
、
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
法
定
代
理
人
（
法
定
代
理
人
が

法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
役
員
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
事
務
所
ご
と
に
置
か
れ
る
専
任
の
管
理
業
務
主
任
者
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者
に
該
当
し
な
い
旨
の
市

町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
長
の
証
明
書

四
　
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
相
談
役
及
び
顧
問
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
の
氏
名
又

は
名
称
、
住
所
及
び
そ
の
有
す
る
株
式
の
数
又
は
そ
の
者
の
な
し
た
出
資
の
金
額
を
記
載
し
た
書
面

五
　
登
録
申
請
者
、
事
務
所
ご
と
に
置
か
れ
る
専
任
の
管
理
業
務
主
任
者
の
略
歴
を
記
載
し
た
書
面

六
　
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
直
前
一
年
の
各
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

七
　
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
資
産
に
関
す
る
調
書

八
　
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
法
人
税
、
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
所
得
税
の
直
前
一
年
の
各
年
度
に
お
け
る
納
付
す
べ
き
額
及
び
納
付
済
額
を
証
す
る
書
面

九
　
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
登
記
事
項
証
明
書

十
　
個
人
で
あ
る
場
合
（
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
登
記
事
項
証
明
書
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十
一
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
が
第
三
者
と
の
間
で
締
結
す
る
契
約
で
あ
っ
て
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
が
管
理
組
合
に
対
し
て
、
法
第
七
十
六
条
に
規
定
す
る
修
繕
積
立
金
及
び
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
産
（
以

下
「
修
繕
積
立
金
等
」
と
い
う
。
）
が
金
銭
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
金
銭
（
以
下
「
修
繕
積
立
金
等
金
銭
」
と
い
う
。
）
の
返
還
債
務
を
負
う
こ
と
と
な
っ
た
と
き
に
当
該
第
三
者
が
そ
の
返
還
債
務
を
保
証
す
る
こ
と
を
内
容

と
す
る
も
の
（
以
下
「
保
証
契
約
」
と
い
う
。
）
を
締
結
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
契
約
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
申
請
者
（
個
人
に
限
る
。
）
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
う
ち
住
民
票
コ
ー
ド
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
そ
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
住
民
票
の
抄
本
若
し
く
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
写
し
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
を
証
明
す
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
申
請
者
に
対
し
、
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
と
認
め
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
法
第
四
十
五
条
第
二
項
並
び
に
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
、
第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
添
付
書
類
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
二
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
を
適
正
に
営
む
こ
と
が
で
き
な
い
者
）

第
五
十
三
条
の
二
　
法
第
四
十
七
条
第
八
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
を
適
正
に
営
む
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い

者
と
す
る
。

（
財
産
的
基
礎
）

第
五
十
四
条
　
法
第
四
十
七
条
第
十
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
資
産
額
（
以
下
「
基
準
資
産
額
」
と
い
う
。
）
が
、
三
百
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

第
五
十
五
条
　
基
準
資
産
額
は
、
第
五
十
三
条
第
一
項
第
六
号
又
は
第
七
号
に
規
定
す
る
貸
借
対
照
表
又
は
資
産
に
関
す
る
調
書
（
以
下
「
基
準
資
産
表
」
と
い
う
。
）
に
計
上
さ
れ
た
資
産
（
創
業
費
そ
の
他
の
繰
延
資
産
及
び
営
業
権

を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
総
額
か
ら
当
該
基
準
資
産
表
に
計
上
さ
れ
た
負
債
の
総
額
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
資
産
又
は
負
債
の
評
価
額
が
基
準
資
産
表
に
計
上
さ
れ
た
価
額
と
異
な
る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
資
産
又
は
負
債
の
価
額
は
、
そ
の
評
価
額
に
よ
っ
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
に
増
減
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
確
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
増
減
後
の
額
を
基
準
資
産
額
と
す
る
も
の
と
す
る
。

（
変
更
の
手
続
）

第
五
十
六
条
　
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
は
、
別
記
様
式
第
十
三
号
に
よ
る
登
録
事
項
変
更
届
出
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
四
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
が
法
人
の
役
員
若
し
く
は
事
務
所
ご
と
に
置
か
れ
る
専
任
の
管
理
業
務
主

任
者
の
増
員
若
し
く
は
交
代
又
は
事
務
所
の
新
設
若
し
く
は
移
転
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
者
又
は
事
務
所
に
関
す
る
第
五
十
三
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

（
登
録
簿
等
の
閲
覧
）

第
五
十
七
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
登
録
簿
そ
の
他
次
条
で
定
め
る
書
類
を
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
た
め
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
登
録
簿
閲
覧
所
（
以
下
「
閲
覧
所
」
と
い
う

。
）
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
閲
覧
所
を
設
け
た
と
き
は
、
当
該
閲
覧
所
の
閲
覧
規
則
を
定
め
る
と
と
も
に
、
当
該
閲
覧
所
の
場
所
及
び
閲
覧
規
則
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
八
条
　
法
第
四
十
九
条
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
法
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申
請
及
び
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
に
係
る
書
類
と
す
る
。

（
廃
業
等
の
手
続
）

第
五
十
九
条
　
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
廃
業
等
の
届
出
は
、
別
記
様
式
第
十
四
号
に
よ
る
廃
業
等
届
出
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
登
録
申
請
手
数
料
の
納
付
方
法
）

第
六
十
条
　
法
第
五
十
二
条
に
規
定
す
る
手
数
料
は
、
登
録
申
請
書
に
収
入
印
紙
を
貼
っ
て
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
節
　
管
理
業
務
主
任
者
の
設
置

（
法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
管
理
業
務
主
任
者
の
数
）

第
六
十
一
条
　
法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
管
理
業
務
主
任
者
の
数
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
が
管
理
事
務
の
委
託
を
受
け
た
管
理
組
合
の
数
を
三
十
で
除
し
た
も
の
（
一
未
満
の
端
数
は
切
り
上
げ
る
。
）
以

上
と
す
る
。

（
法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
独
立
部
分
の
数
）

第
六
十
二
条
　
法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
独
立
部
分
の
数
は
、
六
と
す
る
。

第
三
節
　
管
理
業
務
主
任
者
試
験

（
試
験
の
基
準
）

第
六
十
三
条
　
管
理
業
務
主
任
者
試
験
（
以
下
こ
の
節
及
び
次
節
に
お
い
て
「
試
験
」
と
い
う
。
）
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
に
関
す
る
実
用
的
な
知
識
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
に
基
準
を
置
く
も
の
と
す
る
。

（
試
験
の
内
容
）

第
六
十
四
条
　
前
条
の
基
準
に
よ
っ
て
試
験
す
べ
き
事
項
は
、
お
お
む
ね
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
　
管
理
事
務
の
委
託
契
約
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
管
理
組
合
の
会
計
の
収
入
及
び
支
出
の
調
定
並
び
に
出
納
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
建
物
及
び
附
属
設
備
の
維
持
又
は
修
繕
に
関
す
る
企
画
又
は
実
施
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
法
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
管
理
事
務
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

（
法
第
五
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
）

第
六
十
五
条
　
法
第
五
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
法
第
七
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
法
第
六
条
に
規
定
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
試
験
に
合
格
し
た
者
と
す
る
。
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（
試
験
の
一
部
免
除
）

第
六
十
六
条
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
試
験
に
合
格
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
四
条
に
掲
げ
る
試
験
す
べ
き
事
項
の
う
ち
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
免
除
す
る
。

（
指
定
試
験
機
関
の
指
定
）

第
六
十
六
条
の
二
　
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
試
験
機
関
（
次
条
に
お
い
て
「
指
定
試
験
機
関
」
と
い
う
。
）
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
指
定
を
し
た
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

指
定
試
験
機
関

指
定
を
し
た
日

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

一
般
社
団
法
人
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
協
会

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
一
丁
目
十
三
番
三
号

平
成
十
三
年
八
月
十
日

（
準
用
）

第
六
十
七
条
　
第
五
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
（
第
十
条
第
三
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
試
験
及
び
指
定
試
験
機
関
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
中
「
別
記
様
式
第
一
号
の
七
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第

十
五
号
」
と
、
「
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
試
験
受
験
申
込
書
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
業
務
主
任
者
試
験
受
験
申
込
書
」
と
、
第
九
条
中
「
法
第
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
」

と
、
第
十
条
第
一
項
中
「
法
第
十
一
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
八
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
法
第
十
一
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
八
条
第
一
項
」
と
、
第
十
二
条
中
「
法
第
十
三
条
第
一
項
」
と

あ
る
の
は
「
法
第
五
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
一
項
」
と
、
第
十
三
条
第
一
項
中
「
法
第
十
四
条
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
一
項
前
段
」

と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
十
四
条
第
一
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
一
項
後
段
」
と
、
第
十
四
条
第
一
項
中
「
法
第
十
五
条
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
八

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
一
項
前
段
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
十
五
条
第
一
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
一
項
後
段
」
と
、
第
十
五
条
中
「
法
第

十
五
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
二
項
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
試
験
委
員
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
業
務
主
任
者
試
験
委
員
」
と
、
第
十
六
条
中
「
法

第
十
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
第
二
項
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
第
二
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
四
条
各
号
」
と
、
第
十
七
条
中
「
法
第
十
六
条
第
三
項
」
と

あ
る
の
は
「
法
第
五
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
第
三
項
」
と
、
第
十
九
条
第
一
項
中
「
法
第
十
七
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
一
項
」
と
、
同
条

第
二
項
中
「
法
第
九
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
二
項
」
と
、
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
法
第
十
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
十
九
条
」
と
、
第
二
十
三
条
中
「
法
第
二
十
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
第
一
項
」
と
、
第
二
十
四
条
中
「
法
第
二
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
八

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
」
と
、
「
法
第
二
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
」
と
、
「
法
第
二
十
七
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
八
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
節
　
管
理
業
務
主
任
者
の
登
録

（
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
）

第
六
十
八
条
　
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
二
年
と
す
る
。

（
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
国
土
交
通
大
臣
が
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
た
も
の
）

第
六
十
九
条
　
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
そ
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
た
者
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一
　
管
理
事
務
に
関
す
る
実
務
に
つ
い
て
の
講
習
で
あ
っ
て
、
次
条
か
ら
第
六
十
九
条
の
四
ま
で
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
も
の
（
以
下
「
登
録
実
務
講
習
」
と
い
う
。
）
を
修
了
し
た
者

二
　
国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
出
資
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
に
お
い
て
管
理
事
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
二
年
以
上
で
あ
る
者

三
　
国
土
交
通
大
臣
が
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
た
者

（
登
録
の
申
請
）

第
六
十
九
条
の
二
　
前
条
第
一
号
の
登
録
は
、
登
録
実
務
講
習
の
実
施
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
登
録
実
務
講
習
事
務
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

２
　
前
条
第
一
号
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
登
録
実
務
講
習
事
務
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
別
記
様
式
第
十
六
号
の
二
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
住
民
票
の
抄
本
若
し
く
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
写
し
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
を
証
明
す
る
書
類

ロ
　
登
録
実
務
講
習
事
務
申
請
者
の
略
歴
を
記
載
し
た
書
類

二
　
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

ロ
　
株
主
名
簿
若
し
く
は
社
員
名
簿
の
写
し
又
は
こ
れ
ら
に
代
わ
る
書
面

ハ
　
申
請
に
係
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

ニ
　
役
員
（
持
分
会
社
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
五
百
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
持
分
会
社
を
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
を
い
う
。
次
条
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
氏
名
及

び
略
歴
を
記
載
し
た
書
類

三
　
講
師
が
第
六
十
九
条
の
六
第
四
号
の
表
の
第
三
欄
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

四
　
登
録
実
務
講
習
事
務
以
外
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
の
種
類
及
び
概
要
を
記
載
し
た
書
類

五
　
登
録
実
務
講
習
事
務
申
請
者
が
次
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

六
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
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（
欠
格
条
項
）

第
六
十
九
条
の
三
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
行
う
講
習
は
、
第
六
十
九
条
第
一
号
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
　
法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
違
反
し
、
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

二
　
第
六
十
九
条
の
十
三
の
規
定
に
よ
り
第
六
十
九
条
第
一
号
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

三
　
法
人
で
あ
っ
て
、
登
録
実
務
講
習
事
務
を
行
う
役
員
の
う
ち
に
前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

（
登
録
の
要
件
等
）

第
六
十
九
条
の
四
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申
請
が
第
六
十
九
条
の
六
第
四
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
講
習
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
第
六
十
九
条
第
一
号
の
登
録
は
、
登
録
実
務
講
習
登
録
簿
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

二
　
登
録
実
務
講
習
を
行
う
者
（
以
下
「
登
録
実
務
講
習
実
施
機
関
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

三
　
登
録
実
務
講
習
事
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

四
　
登
録
実
務
講
習
事
務
を
開
始
す
る
年
月
日

（
登
録
の
更
新
）

第
六
十
九
条
の
五
　
第
六
十
九
条
第
一
号
の
登
録
は
、
三
年
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経
過
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

２
　
前
三
条
の
規
定
は
、
前
項
の
登
録
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
前
項
の
登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の
登
録
の
有
効
期
間
満
了
の
日
の
九
十
日
前
か
ら
三
十
日
前
ま
で
の
間
に
申
請
書
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
実
務
講
習
事
務
の
実
施
に
係
る
義
務
）

第
六
十
九
条
の
六
　
登
録
実
務
講
習
実
施
機
関
は
、
公
正
に
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
り
登
録
実
務
講
習
事
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
試
験
に
合
格
し
た
者
で
、
第
六
十
八
条
に
定
め
る
期
間
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
し
な
い
者
に
対
し
、
登
録
実
務
講
習
を
行
う
こ
と
。

二
　
登
録
実
務
講
習
を
毎
年
一
回
以
上
行
う
こ
と
。

三
　
講
義
及
び
登
録
実
務
講
習
修
了
試
験
に
よ
り
登
録
実
務
講
習
を
行
う
こ
と
。

四
　
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
内
容
を
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
講
師
に
よ
り
、
お
お
む
ね
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
時
間
を
標
準
と
し
て
登
録
実
務
講
習
を
行
う
こ

と
。

科
目

内
容

講
師

時
間

一
　
法
そ
の
他
の
関
係
法
令
に
関
す
る
科
目

管
理
業
務
主
任
者
制
度
の
趣
旨
、
管
理
事
務
の
委
託
契
約
及
び
法
第
七

十
二
条
第
一
項
の
書
面
の
作
成
並
び
に
管
理
事
務
の
報
告
に
関
す
る

事
項

一
　
弁
護
士

二
　
管
理
業
務
主
任
者
と
し
て
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
に
二
年
以
上
従
事
し
た
者

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

七
時
間

二
　
管
理
組
合
の
会
計
の
収
入
及
び
支
出
の
調
定
並
び
に
出

納
に
関
す
る
科
目

管
理
組
合
の
会
計
及
び
財
産
の
分
別
管
理
に
関
す
る
事
項

一
　
公
認
会
計
士

二
　
管
理
業
務
主
任
者
と
し
て
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
に
二
年
以
上
従
事
し
た
者

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

三
時
間

三
　
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
物
及
び
付
属
設
備
の
維
持
又
は
修
繕

に
関
す
る
企
画
又
は
実
施
の
調
整
に
関
す
る
科
目

建
物
の
維
持
保
全
及
び
長
期
修
繕
計
画
並
び
に
大
規
模
修
繕
に
関
す
る

事
項

一
　
一
級
建
築
士

二
　
管
理
業
務
主
任
者
と
し
て
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
に
二
年
以
上
従
事
し
た
者

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

五
時
間

五
　
受
講
者
が
あ
ら
か
じ
め
受
講
を
申
し
込
ん
だ
者
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

六
　
第
四
号
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
応
じ
、
適
切
な
内
容
の
教
材
を
用
い
て
登
録
実
務
講
習
を
行
う
こ
と
。

七
　
講
師
は
、
講
義
の
内
容
に
関
す
る
受
講
者
の
質
問
に
対
し
、
講
義
中
に
適
切
に
応
答
す
る
こ
と
。

八
　
登
録
実
務
講
習
修
了
試
験
は
、
講
義
の
終
了
後
に
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
い
、
受
講
者
が
講
義
の
内
容
を
十
分
に
理
解
し
て
い
る
か
ど
う
か
的
確
に
把
握
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

九
　
登
録
実
務
講
習
を
実
施
す
る
日
時
、
場
所
そ
の
他
登
録
実
務
講
習
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
を
あ
ら
か
じ
め
公
示
す
る
こ
と
。

十
　
登
録
実
務
講
習
に
関
す
る
不
正
行
為
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

十
一
　
終
了
し
た
登
録
実
務
講
習
の
教
材
及
び
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
し
た
登
録
実
務
講
習
修
了
試
験
の
合
格
基
準
を
公
表
す
る
こ
と
。

十
二
　
登
録
実
務
講
習
を
修
了
し
た
者
（
以
下
「
修
了
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
別
記
様
式
第
十
六
号
の
三
に
よ
る
修
了
証
（
以
下
単
に
「
修
了
証
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
こ
と
。

十
三
　
登
録
実
務
講
習
以
外
の
業
務
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
業
務
が
登
録
実
務
講
習
事
務
で
あ
る
と
誤
認
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
表
示
そ
の
他
の
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

（
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
六
十
九
条
の
七
　
登
録
実
務
講
習
実
施
機
関
は
、
第
六
十
九
条
の
四
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
国
土
交
通
大
臣
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
登
録
実
務
講
習
事
務
規
程
）

第
六
十
九
条
の
八
　
登
録
実
務
講
習
実
施
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
登
録
実
務
講
習
事
務
に
関
す
る
規
程
を
定
め
、
当
該
事
務
の
開
始
前
に
、
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と

す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

一
　
登
録
実
務
講
習
事
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

二
　
登
録
実
務
講
習
の
受
講
の
申
請
に
関
す
る
事
項

三
　
登
録
実
務
講
習
事
務
を
行
う
事
務
所
及
び
講
習
の
実
施
場
所
に
関
す
る
事
項

四
　
登
録
実
務
講
習
に
関
す
る
料
金
の
額
及
び
そ
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

五
　
登
録
実
務
講
習
の
日
程
、
公
示
方
法
そ
の
他
の
登
録
実
務
講
習
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

六
　
講
師
の
選
任
及
び
解
任
に
関
す
る
事
項

七
　
講
義
に
用
い
る
教
材
及
び
登
録
実
務
講
習
修
了
試
験
の
方
法
に
関
す
る
事
項

八
　
修
了
証
の
交
付
及
び
再
交
付
に
関
す
る
事
項

九
　
登
録
実
務
講
習
事
務
に
関
す
る
秘
密
の
保
持
に
関
す
る
事
項

十
　
登
録
実
務
講
習
事
務
に
関
す
る
公
正
の
確
保
に
関
す
る
事
項

十
一
　
不
正
受
講
者
の
処
分
に
関
す
る
事
項

十
二
　
第
六
十
九
条
の
十
四
第
三
項
の
帳
簿
そ
の
他
の
登
録
実
務
講
習
事
務
に
関
す
る
書
類
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十
三
　
そ
の
他
登
録
実
務
講
習
事
務
に
関
し
必
要
な
事
項

（
登
録
実
務
講
習
事
務
の
休
廃
止
）

第
六
十
九
条
の
九
　
登
録
実
務
講
習
実
施
機
関
は
、
登
録
実
務
講
習
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
登
録
実
務
講
習
事
務
の
範
囲

二
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日
及
び
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
期
間

三
　
休
止
又
は
廃
止
の
理
由

（
財
務
諸
表
等
の
備
付
け
及
び
閲
覧
等
）

第
六
十
九
条
の
十
　
登
録
実
務
講
習
実
施
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
、
そ
の
事
業
年
度
の
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又
は
収
支
計
算
書
並
び
に
事
業
報
告
書
（
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
の

作
成
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
「
財
務
諸
表
等
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
五
年
間
事
務
所
に
備
え
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
登
録
実
務
講
習
を
受
講
し
よ
う
と
す
る
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
は
、
登
録
実
務
講
習
実
施
機
関
の
業
務
時
間
内
は
、
い
つ
で
も
、
次
に
掲
げ
る
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
又
は
第
四
号
の
請
求
を
す
る
に

は
、
登
録
実
務
講
習
実
施
機
関
の
定
め
た
費
用
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
財
務
諸
表
等
が
書
面
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
書
面
の
閲
覧
又
は
謄
写
の
請
求

二
　
前
号
の
書
面
の
謄
本
又
は
抄
本
の
請
求

三
　
財
務
諸
表
等
が
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
紙
面
又
は
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
謄
写
の
請
求

四
　
前
号
の
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
電
磁
的
方
法
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
登
録
実
務
講
習
実
施
機
関
が
定
め
る
も
の
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
の
請
求
又
は
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
交
付
の
請
求

イ
　
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
、
当
該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
が
送
信
さ
れ
、
受
信

者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の

ロ
　
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

３
　
前
項
第
四
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
方
法
は
、
受
信
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
適
合
命
令
）

第
六
十
九
条
の
十
一
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
実
務
講
習
実
施
機
関
が
第
六
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
登
録
実
務
講
習
実
施
機
関
に
対
し
、
同
項
の
規
定
に
適
合
す
る
た
め
必
要

な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
改
善
命
令
）

第
六
十
九
条
の
十
二
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
実
務
講
習
実
施
機
関
が
第
六
十
九
条
の
六
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
登
録
実
務
講
習
実
施
機
関
に
対
し
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
実
務
講
習
事
務
を
行
う

べ
き
こ
と
又
は
登
録
実
務
講
習
事
務
の
方
法
そ
の
他
の
業
務
の
方
法
の
改
善
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
登
録
の
取
消
し
等
）

第
六
十
九
条
の
十
三
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
実
務
講
習
実
施
機
関
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
登
録
実
務
講
習
実
施
機
関
が
行
う
登
録
実
務
講
習
の
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
登
録
実
務

講
習
事
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
第
六
十
九
条
の
三
第
一
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

二
　
第
六
十
九
条
の
七
か
ら
第
六
十
九
条
の
九
ま
で
、
第
六
十
九
条
の
十
第
一
項
又
は
次
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

三
　
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
第
六
十
九
条
の
十
第
二
項
各
号
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
拒
ん
だ
と
き
。
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四
　
前
二
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

五
　
第
六
十
九
条
の
十
六
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
求
め
ら
れ
て
、
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

六
　
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
六
十
九
条
第
一
号
の
登
録
を
受
け
た
と
き
。

（
帳
簿
の
記
載
等
）

第
六
十
九
条
の
十
四
　
登
録
実
務
講
習
実
施
機
関
は
、
登
録
実
務
講
習
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
実
施
年
月
日

二
　
実
施
場
所

三
　
受
講
者
の
受
講
番
号
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
登
録
実
務
講
習
修
了
試
験
の
合
否
の
別

四
　
修
了
者
に
あ
っ
て
は
、
前
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
修
了
年
月
日
、
修
了
証
の
交
付
年
月
日
及
び
修
了
証
番
号

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
登
録
実
務
講
習
実
施
機
関
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ

る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
っ
て
同
項
に
規
定
す
る
帳
簿
へ
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
登
録
実
務
講
習
実
施
機
関
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
帳
簿
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
含
む
。
）
を
、
登
録
実
務
講
習
事
務
の
全
部
を
廃
止
す
る
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

４
　
登
録
実
務
講
習
実
施
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
備
え
、
登
録
実
務
講
習
を
実
施
し
た
日
か
ら
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
登
録
実
務
講
習
の
受
講
申
込
書
及
び
添
付
書
類

二
　
終
了
し
た
登
録
実
務
講
習
の
教
材

三
　
終
了
し
た
登
録
実
務
講
習
修
了
試
験
の
問
題
用
紙
及
び
答
案
用
紙

（
登
録
実
務
講
習
事
務
の
実
施
結
果
の
報
告
）

第
六
十
九
条
の
十
五
　
登
録
実
務
講
習
実
施
機
関
は
、
登
録
実
務
講
習
事
務
を
実
施
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
登
録
実
務
講
習
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
実
施
年
月
日

二
　
実
施
場
所

三
　
受
講
申
込
者
数

四
　
受
講
者
数

五
　
修
了
者
数

２
　
前
項
の
報
告
書
に
は
、
修
了
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
、
修
了
年
月
日
、
修
了
証
の
交
付
年
月
日
及
び
修
了
証
番
号
を
記
載
し
た
修
了
者
一
覧
表
、
登
録
実
務
講
習
に
用
い
た
教
材
並
び
に
登
録
実
務
講
習
修
了
試
験
の
問
題
、

解
答
及
び
合
格
基
準
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
の
徴
収
）

第
六
十
九
条
の
十
六
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
実
務
講
習
事
務
の
適
切
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
登
録
実
務
講
習
実
施
機
関
に
対
し
、
登
録
実
務
講
習
事
務
の
状
況
に
関
し
必
要
な
報
告
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
公
示
）

第
六
十
九
条
の
十
七
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
官
報
に
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
六
十
九
条
第
一
号
の
登
録
を
し
た
と
き
。

二
　
第
六
十
九
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
。

三
　
第
六
十
九
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
。

四
　
第
六
十
九
条
の
十
三
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
登
録
実
務
講
習
事
務
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
。

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
管
理
業
務
主
任
者
の
事
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
）

第
六
十
九
条
の
十
八
　
法
第
五
十
九
条
第
一
項
第
七
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
管
理
業
務
主
任
者
の
事
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ

と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
登
録
の
申
請
）

第
七
十
条
　
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
業
務
主
任
者
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
そ
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
十
七
号
に
よ
る
管
理
業
務
主
任
者
登
録
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
登
録
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
管
理
業
務
主
任
者
登
録
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

二
　
法
第
五
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村
の
長
の
証
明
書

三
　
法
第
五
十
九
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
旨
を
誓
約
す
る
書
面
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４
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
う
ち
住
民
票
コ
ー
ド
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
そ
の
提
供
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
に
対
し
、
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
と
認
め
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
第
三
項
第
一
号
の
書
面
の
う
ち
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
第
三
項
第
三
号
の
誓
約
書
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
記
様
式
第
十
八
号
及
び
別
記
様
式
第
十
九
号
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

（
登
録
の
通
知
等
）

第
七
十
一
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
当
該
登
録
に
係
る
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
拒
否
す
る
と
と
も
に
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
理
由
を
示
し
て
、
そ
の
旨
を
そ
の

者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
も
の
以
外
の
も
の

二
　
法
第
五
十
九
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

（
管
理
業
務
主
任
者
登
録
簿
の
登
載
事
項
）

第
七
十
二
条
　
法
第
五
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
住
所

二
　
本
籍
（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
有
す
る
国
籍
）
及
び
性
別

三
　
試
験
の
合
格
年
月
日
及
び
合
格
証
書
番
号

四
　
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
申
請
時
現
在
の
実
務
の
経
験
の
期
間
及
び
そ
の
内
容
並
び
に
従
事
し
て
い
た
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
の
商
号
又
は
名
称
及
び
登
録
番
号

五
　
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
認
定
の
内
容
及
び
年
月
日

六
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
の
業
務
に
従
事
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
の
商
号
又
は
名
称
及
び
登
録
番
号

七
　
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
管
理
業
務
主
任
者
登
録
簿
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
の
処
分
を
し
た
場
合
　
当
該
指
示
又
は
処
分
を
し
た
年
月
日
及
び
そ
の
内
容

二
　
管
理
業
務
主
任
者
証
を
交
付
し
た
場
合
　
当
該
管
理
業
務
主
任
者
証
の
交
付
年
月
日
、
有
効
期
間
の
満
了
す
る
日
及
び
発
行
番
号

三
　
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
業
務
主
任
者
証
の
交
付
の
申
請
に
当
た
っ
て
、
次
条
第
二
項
の
修
了
証
明
書
又
は
同
項
の
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
が
添
付
さ
れ
て
い
る
場
合
　
当
該
修
了
証
明

書
又
は
書
類
に
係
る
講
習
の
修
了
年
月
日
及
び
講
習
を
行
っ
た
機
関
の
氏
名
又
は
名
称

３
　
管
理
業
務
主
任
者
登
録
簿
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二
十
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
管
理
業
務
主
任
者
証
交
付
の
申
請
）

第
七
十
三
条
　
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
業
務
主
任
者
証
の
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
管
理
業
務
主
任
者
証
交
付
申
請
書
に
交
付
の
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正

面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の
（
以
下
「
管
理
業
務
主
任
者
証
用
写
真
」
と
い
う
。
）
を
添
え

て
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
登
録
番
号

三
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
の
商
号
又
は
名
称
及
び
登
録
番
号

四
　
試
験
に
合
格
し
た
後
一
年
を
経
過
し
て
い
る
か
否
か
の
別

２
　
管
理
業
務
主
任
者
証
の
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
（
試
験
に
合
格
し
た
後
一
年
以
内
に
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
管
理
業
務
主
任
者
証
交
付
申
請
書
に
第
七
十
五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第

四
十
二
条
の
四
第
一
項
第
五
号
の
修
了
証
明
書
又
は
第
七
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
二
条
の
十
四
の
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
管
理
業
務
主
任
者
証
交
付
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二
十
一
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
管
理
業
務
主
任
者
証
の
記
載
事
項
）

第
七
十
四
条
　
法
第
六
十
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

二
　
管
理
業
務
主
任
者
証
の
交
付
年
月
日

三
　
管
理
業
務
主
任
者
証
の
有
効
期
間
の
満
了
す
る
日

２
　
管
理
業
務
主
任
者
証
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二
十
二
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
）

第
七
十
五
条
　
第
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
二
条
の
十
五
ま
で
の
規
定
（
第
四
十
二
条
の
十
一
第
三
項
を
除
く
。
）
は
、
法
第
六
十
一
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
の
二
の
講
習
事
務
及
び
法
第
六
十
一
条
の
二
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
四
十
一
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
講
習
事
務
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
法
第
四
十
一
条
の
登
録
又
は
法
第
四
十
一
条
の
五
第
一
項
」
と
あ

る
の
は
「
法
第
六
十
条
第
二
項
本
文
（
法
第
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
登
録
又
は
法
第
六
十
一
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
の
五
第
一
項
」
と
、
「
別
記
様
式
第
十
号
」
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と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
二
十
三
号
」
と
、
「
第
四
十
二
条
の
三
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
二
条
の
三
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
法
第
四
十
一
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
条
第
二
項
本
文
」

と
、
「
法
別
表
第
一
」
と
あ
る
の
は
「
法
別
表
第
二
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
法
第
四
十
一
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
一
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
の
二
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
法
第
四
十
一
条
の
三
」

と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
一
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
の
三
」
と
、
第
四
十
二
条
の
二
中
「
法
第
四
十
一
条
の
四
第
二
項
第
四
号
（
法
第
四
十
一
条
の
五
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
一
条
の
二
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
の
四
第
二
項
第
四
号
（
法
第
六
十
一
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
の
五
第
二
項
」
と
、
「
法
第
四
十
一
条
に
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
条
第
二
項
本
文
に
」
と
、
第
四
十
二
条
の
三
中
「
法

第
四
十
一
条
の
五
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
一
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
の
五
第
一
項
」
と
、
第
四
十
二
条
の
四
中
「
法
第
四
十
一
条
の
六
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
一
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
四
十
一
条
の
六
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
別
記
様
式
第
十
号
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
二
十
三
号
の
二
」
と
、
「
修
了
証
」
と
あ
る
の
は
「
修
了
証
明
書
」
と
、
第
四
十
二
条
の
五
中
「
法
第
四
十
一
条
の
七
」
と
あ
る

の
は
「
法
第
六
十
一
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
の
七
」
と
、
第
四
十
二
条
の
六
中
「
法
第
四
十
一
条
の
八
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
一
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
の
八
第
二
項
」
と
、

同
条
第
九
号
中
「
修
了
証
」
と
あ
る
の
は
「
修
了
証
明
書
」
と
、
同
条
第
十
号
中
「
第
四
十
二
条
の
十
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
二
条
の
十
第
三
項
」
と
、
第
四
十
二
条
の
七
中
「
法
第
四

十
一
条
の
九
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
一
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
の
九
」
と
、
第
四
十
二
条
の
八
中
「
法
第
四
十
一
条
の
十
第
二
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
一
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

四
十
一
条
の
十
第
二
項
第
三
号
」
と
、
第
四
十
二
条
の
九
第
一
項
中
「
法
第
四
十
一
条
の
十
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
一
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
の
十
第
二
項
第
四
号
」
と
、
第
四
十
二
条
の

十
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
法
第
四
十
一
条
の
十
四
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
一
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
の
十
四
」
と
、
同
条
第
一
項
第
四
号
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
業
務
主
任
者
」

と
、
同
項
第
五
号
中
「
修
了
証
の
」
と
あ
る
の
は
「
修
了
証
明
書
の
」
と
、
「
修
了
証
番
号
」
と
あ
る
の
は
「
修
了
番
号
」
と
、
第
四
十
二
条
の
十
一
第
二
項
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
業
務
主
任
者
」
と
、
「
修

了
証
の
」
と
あ
る
の
は
「
修
了
証
明
書
の
」
と
、
「
修
了
証
番
号
」
と
あ
る
の
は
「
修
了
番
号
」
と
、
第
四
十
二
条
の
十
二
中
「
法
第
四
十
一
条
の
十
五
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
一
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十

一
条
の
十
五
第
二
項
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
第
四
十
二
条
の
十
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
二
条
の
十
第
三
項
」
と
、
第
四
十
二
条
の
十
三
中
「
法
第
四
十
一
条
の
十
五
第
一
項
」
と
あ
る

の
は
「
法
第
六
十
一
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
の
十
五
第
一
項
」
と
、
「
別
記
様
式
第
十
号
の
三
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
二
十
三
号
の
三
」
と
、
同
条
及
び
第
四
十
二
条
の
十
五
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
講

習
受
講
申
込
書
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
業
務
主
任
者
講
習
受
講
申
込
書
」
と
、
同
条
中
「
法
第
四
十
一
条
の
十
五
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
一
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
の
十
五
第
三
項
」
と
、
「
第
四
十

二
条
の
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
二
条
の
十
三
」
と
、
「
法
第
四
十
一
条
の
十
五
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
一
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
の
十
五
第
一
項
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
等
）

第
七
十
六
条
　
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
は
、
登
録
を
受
け
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
別
記
様
式
第
二
十
四
号
に
よ
る
登
録
事
項
変
更
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
届
出
が
あ
っ
た
事
項
を
管
理
業
務
主
任
者
登
録
簿
に
登
録
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
旨
を
登
録
事
項
の
変
更
を
届
け
出
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
管
理
業
務
主
任
者
証
の
再
交
付
等
）

第
七
十
七
条
　
管
理
業
務
主
任
者
は
、
管
理
業
務
主
任
者
証
を
亡
失
し
、
滅
失
し
、
汚
損
し
、
又
は
破
損
し
た
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
管
理
業
務
主
任
者
証
の
再
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
再
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
管
理
業
務
主
任
者
証
用
写
真
を
添
付
し
た
別
記
様
式
第
二
十
五
号
に
よ
る
管
理
業
務
主
任
者
証
再
交
付
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
汚
損
又
は
破
損
を
理
由
と
す
る
管
理
業
務
主
任
者
証
の
再
交
付
は
、
汚
損
し
、
又
は
破
損
し
た
管
理
業
務
主
任
者
証
と
引
換
え
に
新
た
な
管
理
業
務
主
任
者
証
を
交
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

４
　
管
理
業
務
主
任
者
は
、
管
理
業
務
主
任
者
証
の
亡
失
に
よ
り
そ
の
再
交
付
を
受
け
た
後
に
お
い
て
、
亡
失
し
た
管
理
業
務
主
任
者
証
を
発
見
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
発
見
し
た
管
理
業
務
主
任
者
証
を
国
土
交
通
大
臣
に
返
納

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
の
取
消
し
の
通
知
等
）

第
七
十
八
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
管
理
業
務
主
任
者
の
登
録
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
理
由
を
付
し
、
そ
の
旨
を
登
録
の
取
消
し
の
処
分
を
受
け
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
業
務
主
任
者
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
者
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
以
内
に
、
管
理
業
務
主
任
者
証
を
国
土
交
通
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
等
の
手
数
料
の
納
付
）

第
七
十
九
条
　
国
に
納
付
す
る
法
第
六
十
八
条
に
規
定
す
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
業
務
主
任
者
登
録
申
請
書
、
第
七
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
業
務
主
任
者
証
交
付
申
請
書
、
第
七
十
七

条
第
二
項
に
規
定
す
る
管
理
業
務
主
任
者
証
再
交
付
申
請
書
及
び
第
七
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
事
項
変
更
届
出
書
に
、
そ
れ
ぞ
れ
収
入
印
紙
を
貼
っ
て
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
さ
れ
た
手
数
料
は
、
こ
れ
を
返
還
し
な
い
。

（
準
用
）

第
八
十
条
　
第
三
十
一
条
の
規
定
は
、
管
理
業
務
主
任
者
の
登
録
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
同
居
の
親
族
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
管
理
業
務
主
任
者
の
同
居
の
親
族
」
と
、
「
法
第
三

十
条
第
一
項
各
号
（
第
三
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
九
条
第
一
項
各
号
（
第
五
号
及
び
第
七
号
を
除
く
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
節
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
務

（
標
識
の
掲
示
）

第
八
十
一
条
　
法
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
の
掲
げ
る
標
識
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二
十
六
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
）

第
八
十
二
条
　
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

一
　
新
た
に
建
設
さ
れ
た
マ
ン
シ
ョ
ン
を
分
譲
し
た
場
合
　
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
の
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
独
立
部
分
（
区
分
所
有
法
第
一
条
に
規
定
す
る
建
物
の
部
分
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
引
渡
し
の
日
の
う
ち

も
早
い
日
か
ら
一
年

二
　
既
存
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
権
の
全
部
を
一
又
は
複
数
の
者
が
買
い
取
り
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
を
分
譲
し
た
場
合
　
当
該
買
取
り
後
に
お
け
る
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
の
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
独
立
部
分
の
引
渡
し
の
日
の

う
ち

も
早
い
日
か
ら
一
年
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（
説
明
会
の
開
催
）

第
八
十
三
条
　
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
会
は
、
で
き
る
限
り
説
明
会
に
参
加
す
る
者
の
参
集
の
便
を
考
慮
し
て
開
催
の
日
時
及
び
場
所
を
定
め
、
管
理
事
務
の
委
託
を
受
け
た
管
理
組
合
ご
と
に
開
催
す
る
も
の
と
す

る
。

２
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
は
、
前
項
の
説
明
会
の
開
催
日
の
一
週
間
前
ま
で
に
説
明
会
の
開
催
の
日
時
及
び
場
所
に
つ
い
て
、
当
該
管
理
組
合
を
構
成
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
及
び
当
該
管
理
組
合
の
管
理
者
等
の
見
や

す
い
場
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
重
要
事
項
）

第
八
十
四
条
　
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
の
商
号
又
は
名
称
、
住
所
、
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

二
　
管
理
事
務
の
対
象
と
な
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
所
在
地
に
関
す
る
事
項

三
　
管
理
事
務
の
対
象
と
な
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
部
分
に
関
す
る
事
項

四
　
管
理
事
務
の
内
容
及
び
実
施
方
法
（
法
第
七
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
管
理
す
る
財
産
の
管
理
の
方
法
を
含
む
。
）

五
　
管
理
事
務
に
要
す
る
費
用
並
び
に
そ
の
支
払
の
時
期
及
び
方
法

六
　
管
理
事
務
の
一
部
の
再
委
託
に
関
す
る
事
項

七
　
保
証
契
約
に
関
す
る
事
項

八
　
免
責
に
関
す
る
事
項

九
　
契
約
期
間
に
関
す
る
事
項

十
　
契
約
の
更
新
に
関
す
る
事
項

十
一
　
契
約
の
解
除
に
関
す
る
事
項

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
八
十
四
条
の
二
　
法
第
七
十
二
条
第
六
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
等
（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
又
は
法
第
七
十
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
事
項
の
提
供
を
行
う
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
と
の
契
約
に
よ
り
フ
ァ
イ
ル
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
置
き
、
こ

れ
を
相
手
方
（
令
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
相
手
方
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
八
十
四
条
の
五
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
の
用
に
供
す
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
八

十
四
条
の
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
相
手
方
等
（
相
手
方
又
は
相
手
方
と
の
契
約
に
よ
り
相
手
方
フ
ァ
イ
ル
（
専
ら
相
手
方
の
用
に
供
さ
れ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
置
く
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載

事
項
」
と
い
う
。
）
を
送
信
し
、
相
手
方
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
相
手
方
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
相
手
方
の
閲
覧
に
供
し
、
相
手
方
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
当

該
相
手
方
の
相
手
方
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法

ハ
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
相
手
方
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
相
手
方
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法

二
　
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
相
手
方
が
相
手
方
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
前
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
記
載
事
項
を
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
相
手
方
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

た
だ
し
、
相
手
方
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

三
　
前
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
記
載
事
項
を
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
相
手
方
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
相
手
方
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。
た
だ
し
、
相
手
方
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

四
　
管
理
受
託
契
約
に
係
る
管
理
業
務
主
任
者
が
明
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
八
十
四
条
の
三
　
法
第
七
十
二
条
第
七
項
及
び
第
七
十
三
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
）

第
八
十
四
条
の
四
　
令
第
十
五
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
第
八
十
四
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
等
が
使
用
す
る
も
の

二
　
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
承
諾
の
取
得
）

第
八
十
四
条
の
五
　
令
第
十
五
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
令
第
十
五
条
第
一
項
の
承
諾
又
は
同
条
第
二
項
の
申
出
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
承
諾
等
」
と

い
う
。
）
を
す
る
旨
送
信
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
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ロ
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
前
条
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
相
手
方
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
記
録
す
る
方
法

二
　
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
七
十
三
条
第
一
項
第
八
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
八
十
五
条
　
法
第
七
十
三
条
第
一
項
第
八
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
管
理
受
託
契
約
の
当
事
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
に
よ
る
管
理
事
務
の
実
施
の
た
め
必
要
と
な
る
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
の
行
為
制
限
又
は
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
に
よ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
の
専
有
部
分
へ
の
立
入
り
若
し
く
は

マ
ン
シ
ョ
ン
の
共
用
部
分
（
区
分
所
有
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
共
用
部
分
を
い
う
。
）
の
使
用
に
関
す
る
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

三
　
法
第
七
十
七
条
に
規
定
す
る
管
理
事
務
の
報
告
に
関
す
る
事
項

四
　
マ
ン
シ
ョ
ン
の
滅
失
し
又
は
毀
損
し
た
場
合
に
お
い
て
、
管
理
組
合
及
び
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
が
当
該
滅
失
又
は
毀
損
の
事
実
を
知
っ
た
と
き
は
そ
の
状
況
を
契
約
の
相
手
方
に
通
知
す
べ
き
旨
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
内
容

五
　
宅
地
建
物
取
引
業
者
か
ら
そ
の
行
う
業
務
の
用
に
供
す
る
目
的
で
マ
ン
シ
ョ
ン
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
要
求
さ
れ
た
場
合
の
対
応
に
関
す
る
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

六
　
毎
事
業
年
度
開
始
前
に
行
う
当
該
年
度
の
管
理
事
務
に
要
す
る
費
用
の
見
通
し
に
関
す
る
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

七
　
管
理
事
務
と
し
て
行
う
管
理
事
務
に
要
す
る
費
用
の
収
納
に
関
す
る
事
項

八
　
免
責
に
関
す
る
事
項

（
帳
簿
の
記
載
事
項
等
）

第
八
十
六
条
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
は
、
管
理
受
託
契
約
を
締
結
し
た
つ
ど
、
法
第
七
十
五
条
の
帳
簿
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
そ
の
事
務
所
ご
と
に
、
そ
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
管
理
受
託
契
約
を
締
結
し
た
年
月
日

二
　
管
理
受
託
契
約
を
締
結
し
た
管
理
組
合
の
名
称

三
　
契
約
の
対
象
と
な
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
所
在
地
及
び
管
理
事
務
の
対
象
と
な
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
部
分
に
関
す
る
事
項

四
　
受
託
し
た
管
理
事
務
の
内
容

五
　
管
理
事
務
に
係
る
受
託
料
の
額

六
　
管
理
受
託
契
約
に
お
け
る
特
約
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
当
該
事
務
所
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、

当
該
記
録
を
も
っ
て
法
第
七
十
五
条
に
規
定
す
る
帳
簿
へ
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
は
、
法
第
七
十
五
条
に
規
定
す
る
帳
簿
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
含
む
。
）
を
各
事
業
年
度
の
末
日
を
も
っ
て
閉
鎖
す
る
も
の
と
し
、
閉
鎖
後
五

年
間
当
該
帳
簿
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
財
産
の
分
別
管
理
）

第
八
十
七
条
　
法
第
七
十
六
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
財
産
は
、
管
理
組
合
又
は
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
か
ら
受
領
し
た
管
理
費
用
に
充
当
す
る
金
銭
又
は
有
価
証
券
と
す
る
。

２
　
法
第
七
十
六
条
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
と
す
る
。

一
　
修
繕
積
立
金
等
が
金
銭
で
あ
る
場
合
　
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法

イ
　
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
か
ら
徴
収
さ
れ
た
修
繕
積
立
金
等
金
銭
を
収
納
口
座
に
預
入
し
、
毎
月
、
そ
の
月
分
と
し
て
徴
収
さ
れ
た
修
繕
積
立
金
等
金
銭
か
ら
当
該
月
中
の
管
理
事
務
に
要
し
た
費
用
を
控
除
し
た
残
額

を
、
翌
月
末
日
ま
で
に
収
納
口
座
か
ら
保
管
口
座
に
移
し
換
え
、
当
該
保
管
口
座
に
お
い
て
預
貯
金
と
し
て
管
理
す
る
方
法

ロ
　
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
か
ら
徴
収
さ
れ
た
修
繕
積
立
金
（
金
銭
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
保
管
口
座
に
預
入
し
、
当
該
保
管
口
座
に
お
い
て
預
貯
金
と
し
て
管
理
す
る
と
と
も
に
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の

区
分
所
有
者
等
か
ら
徴
収
さ
れ
た
前
項
に
規
定
す
る
財
産
（
金
銭
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
収
納
口
座
に
預
入
し
、
毎
月
、
そ
の
月
分
と
し
て
徴
収
さ
れ
た
前
項
に
規
定
す
る
財
産
か
ら
当
該
月
中
の
管
理
事

務
に
要
し
た
費
用
を
控
除
し
た
残
額
を
、
翌
月
末
日
ま
で
に
収
納
口
座
か
ら
保
管
口
座
に
移
し
換
え
、
当
該
保
管
口
座
に
お
い
て
預
貯
金
と
し
て
管
理
す
る
方
法

ハ
　
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
か
ら
徴
収
さ
れ
た
修
繕
積
立
金
等
金
銭
を
収
納
・
保
管
口
座
に
預
入
し
、
当
該
収
納
・
保
管
口
座
に
お
い
て
預
貯
金
と
し
て
管
理
す
る
方
法

二
　
修
繕
積
立
金
等
が
有
価
証
券
で
あ
る
場
合
　
金
融
機
関
又
は
証
券
会
社
に
、
当
該
有
価
証
券
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
受
託
有
価
証
券
」
と
い
う
。
）
の
保
管
場
所
を
自
己
の
固
有
財
産
及
び
他
の
管
理
組
合
の
財
産
で
あ
る
有

価
証
券
の
保
管
場
所
と
明
確
に
区
分
さ
せ
、
か
つ
、
当
該
受
託
有
価
証
券
が
受
託
契
約
を
締
結
し
た
管
理
組
合
の
有
価
証
券
で
あ
る
こ
と
を
判
別
で
き
る
状
態
で
管
理
さ
せ
る
方
法

３
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
は
、
前
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
修
繕
積
立
金
等
金
銭
を
管
理
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
か
ら
徴
収
さ
れ
る
一
月
分
の
修
繕
積
立
金
等
金
銭
又
は
第
一
項

に
規
定
す
る
財
産
の
合
計
額
以
上
の
額
に
つ
き
有
効
な
保
証
契
約
を
締
結
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
修
繕
積
立
金
等
金
銭
若
し
く
は
第
一
項
に
規
定
す
る
財
産
が
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
か
ら
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
が
受
託
契
約
を
締
結
し
た
管
理
組
合
若
し
く
は
そ
の
管
理
者
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
管
理
組
合

等
」
と
い
う
。
）
を
名
義
人
と
す
る
収
納
口
座
に
直
接
預
入
さ
れ
る
場
合
又
は
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
若
し
く
は
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
か
ら
委
託
を
受
け
た
者
が
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
か
ら
修
繕
積
立
金
等
金
銭
若
し
く

は
第
一
項
に
規
定
す
る
財
産
を
徴
収
し
な
い
場
合

二
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
が
、
管
理
組
合
等
を
名
義
人
と
す
る
収
納
口
座
に
係
る
当
該
管
理
組
合
等
の
印
鑑
、
預
貯
金
の
引
出
用
の
カ
ー
ド
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
管
理
し
な
い
場
合
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４
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
は
、
第
二
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
修
繕
積
立
金
等
金
銭
を
管
理
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
管
口
座
又
は
収
納
・
保
管
口
座
に
係
る
管
理
組
合
等
の
印
鑑
、
預
貯
金
の
引
出
用
の

カ
ー
ド
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
管
理
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
管
理
組
合
に
管
理
者
等
が
置
か
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
管
理
者
等
が
選
任
さ
れ
る
ま
で
の
比
較
的
短
い
期
間
に
限
り
保
管
す
る
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

５
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
は
、
毎
月
、
管
理
事
務
の
委
託
を
受
け
た
管
理
組
合
の
そ
の
月
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
対
象
月
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
会
計
の
収
入
及
び
支
出
の
状
況
に
関
す
る
書
面
を
作
成
し
、
翌
月
末
日
ま
で

に
、
当
該
書
面
を
当
該
管
理
組
合
の
管
理
者
等
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
管
理
組
合
に
管
理
者
等
が
置
か
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
対
象
月
の
属
す
る
当
該
管
理
組

合
の
事
業
年
度
の
終
了
の
日
か
ら
二
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
当
該
書
面
を
そ
の
事
務
所
ご
と
に
備
え
置
き
、
当
該
管
理
組
合
を
構
成
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
の
求
め
に
応
じ
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
の
業

務
時
間
内
に
お
い
て
、
こ
れ
を
閲
覧
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
こ
の
条
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
収
納
口
座
　
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
か
ら
徴
収
さ
れ
た
修
繕
積
立
金
等
金
銭
又
は
第
一
項
に
規
定
す
る
財
産
を
預
入
し
、
一
時
的
に
預
貯
金
と
し
て
管
理
す
る
た
め
の
口
座
を
い
う
。

二
　
保
管
口
座
　
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
か
ら
徴
収
さ
れ
た
修
繕
積
立
金
を
預
入
し
、
又
は
修
繕
積
立
金
等
金
銭
若
し
く
は
第
一
項
に
規
定
す
る
財
産
の
残
額
（
第
二
項
第
一
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）

を
収
納
口
座
か
ら
移
し
換
え
、
こ
れ
ら
を
預
貯
金
と
し
て
管
理
す
る
た
め
の
口
座
で
あ
っ
て
、
管
理
組
合
等
を
名
義
人
と
す
る
も
の
を
い
う
。

三
　
収
納
・
保
管
口
座
　
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
か
ら
徴
収
さ
れ
た
修
繕
積
立
金
等
金
銭
を
預
入
し
、
預
貯
金
と
し
て
管
理
す
る
た
め
の
口
座
で
あ
っ
て
、
管
理
組
合
等
を
名
義
人
と
す
る
も
の
を
い
う
。

（
管
理
事
務
の
報
告
）

第
八
十
八
条
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
は
、
法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
事
務
に
関
す
る
報
告
を
行
う
と
き
は
、
管
理
事
務
を
委
託
し
た
管
理
組
合
の
事
業
年
度
終
了
後
、
遅
滞
な
く
、
当
該
期
間
に
お
け
る
管
理
受
託

契
約
に
係
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
管
理
事
務
報
告
書
を
作
成
し
、
管
理
業
務
主
任
者
を
し
て
、
こ
れ
を
管
理
者
等
に
交
付
し
て
説
明
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
報
告
の
対
象
と
な
る
期
間

二
　
管
理
組
合
の
会
計
の
収
入
及
び
支
出
の
状
況

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
管
理
受
託
契
約
の
内
容
に
関
す
る
事
項

２
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
事
務
報
告
書
の
交
付
に
代
え
て
、
第
四
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
管
理
事
務
報
告
書
を
交
付
す
べ
き
管
理
者
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
相
手
方
」
と
い
う
。
）

の
承
諾
を
得
て
、
当
該
管
理
事
務
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る

も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
は
、
当
該
管
理
事
務
報
告
書
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

一
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
等
（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
又
は
記
載
事
項
の
提
供
を
行
う
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
と
の
契
約
に
よ
り
フ
ァ
イ
ル
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
置
き
、
こ
れ
を
相
手
方
若
し
く
は
当
該
マ

ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
の
用
に
供
す
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
相
手
方
等
（
相
手
方
又
は
相
手
方
と
の
契
約
に
よ
り
相
手
方
フ
ァ
イ
ル
（
専
ら
相
手
方
の
用
に
供
さ
れ
る
フ
ァ

イ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
置
く
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
記
載
事
項

を
送
信
し
、
相
手
方
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
相
手
方
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
相
手
方
の
閲
覧
に
供
し
、
相
手
方
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
当

該
相
手
方
の
相
手
方
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法

ハ
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
相
手
方
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
相
手
方
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法

二
　
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

３
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
相
手
方
が
相
手
方
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
前
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
記
載
事
項
を
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
相
手
方
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

た
だ
し
、
相
手
方
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

三
　
前
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
記
載
事
項
を
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
相
手
方
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
相
手
方
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。
た
だ
し
、
相
手
方
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

４
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
記
載
事
項
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
相
手
方
に
対
し
、
そ
の
用
い
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を

使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
承
諾
を
す
る
旨
を
送
信
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
第
六
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
相
手
方
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
電
子
計
算
機

に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
を
す
る
旨
を
記
録
す
る
方
法

二
　
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
を
す
る
旨
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

５
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
等
が
使
用
す
る
も
の

二
　
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式
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７
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
は
、
第
四
項
の
承
諾
を
得
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
相
手
方
か
ら
書
面
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
に
よ
り
電
磁

的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
申
出
の
後
に
当
該
相
手
方
か
ら
再
び
同
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

一
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
申
出
を
す
る
旨
を
送
信
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
前
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
相
手
方
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
申
出
を
す
る
旨
を
記
録
す
る
方
法

二
　
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
申
出
を
す
る
旨
を
記
録
す
る
方
法

８
　
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
八
十
九
条
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
は
、
法
第
七
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
事
務
に
関
す
る
報
告
を
行
う
と
き
は
、
管
理
事
務
を
委
託
し
た
管
理
組
合
の
事
業
年
度
の
終
了
後
、
遅
滞
な
く
、
当
該
期
間
に
お
け
る
管
理
受

託
契
約
に
係
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
管
理
事
務
報
告
書
を
作
成
し
、
法
第
七
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
説
明
会
を
開
催
し
、
管
理
業
務
主
任
者
を
し
て
、
こ
れ
を

当
該
管
理
組
合
を
構
成
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
に
交
付
し
て
説
明
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
説
明
会
は
、
で
き
る
限
り
説
明
会
に
参
加
す
る
者
の
参
集
の
便
を
考
慮
し
て
開
催
の
日
時
及
び
場
所
を
定
め
、
管
理
事
務
の
委
託
を
受
け
た
管
理
組
合
ご
と
に
開
催
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
は
、
前
項
の
説
明
会
の
開
催
日
の
一
週
間
前
ま
で
に
説
明
会
の
開
催
の
日
時
及
び
場
所
に
つ
い
て
、
当
該
管
理
組
合
を
構
成
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

４
　
前
条
第
二
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
事
務
報
告
書
を
交
付
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
管
理
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
組
合
を
構
成
す
る
マ
ン
シ
ョ

ン
の
区
分
所
有
者
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
書
類
の
閲
覧
）

第
九
十
条
　
法
第
七
十
九
条
に
規
定
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類
は
、
別
記
様
式
第
二
十
七
号
に
よ
る
業
務
状
況
調
書
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又
は
こ
れ
ら
に
代
わ
る
書
面
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
業
務
状
況
調
書
等
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

２
　
業
務
状
況
調
書
等
が
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
事
務
所
ご
と
に
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も

っ
て
法
第
七
十
九
条
に
規
定
す
る
書
類
へ
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
法
第
七
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
は
、
当
該
業
務
状
況
調
書
等
を
紙
面
又
は
当
該
事
務
所
に
設
置
さ
れ
た
入
出
力
装
置
の
映
像

面
に
表
示
す
る
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
は
、
第
一
項
の
書
類
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
事
業
年
度
ご
と
に
当
該
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
作
成

し
、
遅
滞
な
く
事
務
所
ご
と
に
備
え
置
く
も
の
と
す
る
。

４
　
第
一
項
の
書
類
は
、
事
務
所
に
備
え
置
か
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
当
該
事
務
所
に
備
え
置
く
も
の
と
し
、
当
該
事
務
所
の
営
業
時
間
中
、
そ
の
業
務
に
係
る
関
係
者
の
求
め
に
応
じ
て
閲
覧
さ
せ

る
も
の
と
す
る
。

（
監
督
処
分
の
公
告
）

第
九
十
一
条
　
法
第
八
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
九
十
二
条
　
削
除

（
証
明
書
の
様
式
）

第
九
十
三
条
　
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
証
明
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二
十
九
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進
セ
ン
タ
ー

（
管
理
適
正
化
業
務
規
程
の
記
載
事
項
）

第
九
十
四
条
　
法
第
九
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
管
理
適
正
化
業
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

二
　
管
理
適
正
化
業
務
を
行
う
事
務
所
に
関
す
る
事
項

三
　
管
理
適
正
化
業
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

四
　
管
理
適
正
化
業
務
に
関
す
る
秘
密
の
保
持
に
関
す
る
事
項

五
　
管
理
適
正
化
業
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
管
理
に
関
す
る
事
項

六
　
そ
の
他
管
理
適
正
化
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
帳
簿
の
備
付
け
等
）

第
九
十
五
条
　
法
第
九
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
法
第
九
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
情
報
及
び
資
料
の
名
称
並
び
に
こ
れ
ら
を
収
集
し
た
年
月
日

二
　
法
第
九
十
二
条
第
一
項
第
二
号
の
技
術
的
な
支
援
を
行
っ
た
年
月
日
及
び
相
手
方
の
氏
名

三
　
法
第
九
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
講
習
の
名
称
及
び
こ
れ
を
行
っ
た
年
月
日

四
　
法
第
九
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
指
導
及
び
助
言
を
行
っ
た
年
月
日
並
び
に
相
手
方
の
氏
名
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五
　
法
第
九
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
調
査
及
び
研
究
の
名
称
並
び
に
こ
れ
ら
を
行
っ
た
年
月
日

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙

面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
っ
て
法
第
九
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
帳
簿
へ
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
法
第
九
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
帳
簿
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
含
む
。
）
は
、
管
理
適
正
化
業
務
を
廃
止
す
る
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
準
用
）

第
九
十
六
条
　
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
並
び
に
第
二
十
三
条
の
規
定
は
、
法
第
九
十
一
条
に
規
定
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

こ
れ
ら
の
規
定
（
第
十
二
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
の
規
定
を
除
く
。
）
中
「
試
験
事
務
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
適
正
化
業
務
」
と
、
第
十
条
第
一
項
中
「
法
第
十
一
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
九
十
一
条
」
と
、
同
項
第
二
号
中

「
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
九
十
一
条
に
規
定
す
る
業
務
」
と
、
第
十
二
条
中
「
法
第
十
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
九
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条

第
一
項
」
と
、
第
十
三
条
第
一
項
中
「
法
第
十
四
条
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
九
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
一
項
前
段
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
十
四
条
第
一
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
九
十

四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
一
項
後
段
」
と
、
第
十
四
条
第
一
項
中
「
法
第
十
五
条
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
九
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
一
項
前
段
」
と
、
「
試
験
事
務
規
程
」
と
あ
る
の

は
「
管
理
適
正
化
業
務
規
程
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
十
五
条
第
一
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
九
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
一
項
後
段
」
と
、
第
二
十
三
条
中
「
法
第
二
十
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は

「
法
第
九
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
章
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
の
団
体

（
保
証
業
務
の
承
認
申
請
）

第
九
十
七
条
　
指
定
法
人
は
、
法
第
九
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
証
業
務
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
記
様
式
第
三
十
一
号
に
よ
る
保
証
業
務
承
認
申
請
書
を
国
土
交
通

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二
　
資
産
の
総
額

２
　
前
項
の
保
証
業
務
承
認
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
保
証
業
務
方
法
書

二
　
保
証
基
金
の
収
支
の
見
積
り
書

三
　
保
証
委
託
契
約
約
款

３
　
前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
保
証
業
務
方
法
書
に
は
、
保
証
の
目
的
の
範
囲
、
保
証
限
度
、
各
保
証
委
託
者
か
ら
の
保
証
の
受
託
の
限
度
、
保
証
委
託
契
約
の
締
結
の
方
法
に
関
す
る
事
項
、
保
証
受
託
の
拒
否
の
基
準
に
関
す
る

事
項
、
資
産
の
運
用
方
法
に
関
す
る
事
項
並
び
に
保
証
委
託
者
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
の
調
査
方
法
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
証
業
務
の
変
更
の
届
出
）

第
九
十
八
条
　
指
定
法
人
は
、
前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
又
は
同
条
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
し
た
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
二
週
間
以
内
に
、
そ
の
旨
を
国
土
交

通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
九
十
八
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
額
）

第
九
十
九
条
　
法
第
九
十
八
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
額
は
、
保
証
基
金
の
額
に
百
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（
準
用
）

第
百
条
　
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
九
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
第
一
項
中
「
法
第
十
一
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
九
十
五
条
第
一
項
」

と
、
同
項
第
二
号
中
「
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
試
験
事
務
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
九
十
五
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定

す
る
業
務
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
試
験
事
務
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
九
十
五
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
」
と
、
同
条
第
二
項
第
七
号
中
「
試
験
事
務
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
九
十
五
条
第

二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
章
　
雑
則

（
法
第
百
三
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
）

第
百
一
条
　
法
第
百
三
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
一
年
と
す
る
。

（
法
第
百
三
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
図
書
）

第
百
二
条
　
法
第
百
三
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
図
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
、
工
事
が
完
了
し
た
時
点
の
同
項
の
建
物
及
び
そ
の
附
属
施
設
（
駐
車
場
、
公
園
、
緑
地
及
び
広
場
並
び
に
電
気
設
備
及
び
機
械
設
備
を

含
む
。
）
に
係
る
図
書
と
す
る
。

一
　
付
近
見
取
図

二
　
配
置
図

三
　
仕
様
書
（
仕
上
げ
表
を
含
む
。
）

四
　
各
階
平
面
図

五
　
二
面
以
上
の
立
面
図

六
　
断
面
図
又
は
矩
計
図
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七
　
基
礎
伏
図

八
　
各
階
床
伏
図

九
　
小
屋
伏
図

十
　
構
造
詳
細
図

十
一
　
構
造
計
算
書

（
権
限
の
委
任
）

第
百
三
条
　
法
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
又
は
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
整

備
局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
権
限
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一
　
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
申
請
書
を
受
理
す
る
こ
と
。

二
　
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
し
、
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
。

三
　
法
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
拒
否
す
る
こ
と
。

四
　
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
し
、
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
す
る
こ
と
。

五
　
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
。

六
　
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

七
　
法
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
消
除
す
る
こ
と
。

八
　
法
第
八
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
。

九
　
法
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
。

十
　
法
第
八
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
す
こ
と
。

十
一
　
法
第
八
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
こ
と
。

十
二
　
法
第
八
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
。

十
三
　
法
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
さ
せ
、
又
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
。

２
　
前
項
第
八
号
、
第
九
号
及
び
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
権
限
で
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
の
支
店
、
従
た
る
事
務
所
又
は
第
五
十
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
事
務
所
（
以
下
「
支
店
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
前
項
に
規
定
す
る
地
方
整
備
局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
の
ほ
か
、
当
該
支
店
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
整
備
局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
も
当
該
権
限
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
四
条
　
法
及
び
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
法
第
五
十
九
条
の
登
録
を
受
け
た
者
又
は
受
け
よ
う
と
す
る
者
及
び
管
理
業
務
主
任
者
又
は
法
第
六
十
条
第
二
項
の
管
理
業
務
主

任
者
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
地
方
整
備
局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
号
、
第
六
号
、
第
八
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
権
限
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
自
ら

行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一
　
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
す
る
こ
と
。

二
　
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
の
申
請
を
受
理
し
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
返
納
を
受
理
し
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
を
受
理
し
、
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
す
る
こ
と
。

三
　
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
更
新
の
申
請
を
受
理
す
る
こ
と
。

四
　
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

五
　
法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
指
示
を
し
、
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
事
務
を
行
う
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

六
　
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
す
こ
と
。

七
　
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
消
除
す
る
こ
と
。

八
　
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
。

九
　
第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
業
務
主
任
者
登
録
申
請
書
を
受
理
す
る
こ
と
。

十
　
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
、
並
び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
拒
否
し
、
及
び
通
知
す
る
こ
と
。

十
一
　
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
し
、
及
び
通
知
す
る
こ
と
。

十
二
　
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
交
付
の
申
請
を
受
理
し
、
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
返
納
を
受
理
す
る
こ
と
。

十
三
　
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
、
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
返
納
を
受
理
す
る
こ
と
。

十
四
　
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

２
　
地
方
整
備
局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
地
方
整
備
局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
の
管
轄
す
る
区
域
内
に
お
い
て
事
務
を
行
う
管
理
業
務
主
任
者
に
対
し
、
同
項
第
五
号
及
び
第
八
号
に
掲

げ
る
権
限
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進
行
政
事
務
の
処
理
の
開
始
の
公
示
）

第
百
五
条
　
法
第
百
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進
行
政
事
務
の
処
理
を
開
始
す
る
旨

二
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進
行
政
事
務
の
処
理
を
開
始
す
る
日
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（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進
行
政
事
務
の
引
継
ぎ
）

第
百
六
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
百
四
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
引
き
継
ぐ
べ
き
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進
行
政
事
務
を
町
村
の
長
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

二
　
引
き
継
ぐ
べ
き
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進
行
政
事
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
町
村
の
長
に
引
き
渡
す
こ
と
。

三
　
そ
の
他
町
村
の
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
行
う
こ
と
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
法
附
則
第
四
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
並
び
に
法
附
則
第
五
条
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
に
関
し
知
識
及
び
実
務
の
経
験
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。

一
　
管
理
事
務
に
関
し
三
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
講
習
（
本
条
に
お
い
て
「
講
習
」
と
い
う
。
）
を
修
了
し
、
当
該
講
習
の
修
了
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者

二
　
管
理
事
務
に
関
し
一
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
宅
地
建
物
取
引
業
に
関
し
五
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
で
、
講
習
を
修
了
し
、
当
該
講
習
の
修
了
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者

三
　
国
土
交
通
大
臣
が
前
各
号
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
実
務
の
経
験
を
有
す
る
と
認
め
る
者

２
　
講
習
は
、
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
け
る
良
好
な
居
住
環
境
の
確
保
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
、
講
習
を
行
う
の
に
必
要
か
つ
適
切
な
組
織
及
び
能
力
を
有
す
る
と
国
土
交
通
大
臣
が
認

め
る
者
が
行
う
講
習
で
あ
る
こ
と
。

二
　
正
当
な
理
由
な
く
受
講
を
制
限
す
る
講
習
で
な
い
こ
と
。

三
　
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
講
習
の
実
施
要
領
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
る
講
習
で
あ
る
こ
と
。

３
　
講
習
を
実
施
す
る
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
講
習
の
名
称
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

講
習
を
実
施
す
る
者

講
習
の
名
称

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

社
団
法
人
高
層
住
宅
管
理
業
協
会

東
京
都
港
区
新
橋
二
丁
目
二
十
番
一
号

附
則
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
講
習

第
三
条
　
法
附
則
第
五
条
の
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
講
習
会
は
、
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
け
る
良
好
な
居
住
環
境
の
確
保
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
、
講
習
を
行
う
の
に
必
要
か
つ
適
切
な
組
織
及
び
能
力
を
有
す
る
と
国
土
交
通
大
臣
が
認

め
る
者
が
行
う
講
習
会
で
あ
る
こ
と
。

二
　
正
当
な
理
由
な
く
受
講
を
制
限
す
る
講
習
会
で
な
い
こ
と
。

三
　
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
講
習
の
実
施
要
領
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
る
講
習
会
で
あ
る
こ
と
。

２
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
講
習
会
を
実
施
す
る
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
講
習
会
の
名
称
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

講
習
会
を
実
施
す
る
者

講
習
会
の
名
称

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

社
団
法
人
高
層
住
宅
管
理
業
協
会

東
京
都
港
区
新
橋
二
丁
目
二
十
番
一
号

管
理
業
務
主
任
者
資
格
移
行
講
習
会

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
八
月
一
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
一
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
九
月
一
八
日
国
土
交
通
省
令
第
一
〇
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
法
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
第
二
項
、
第
五
十
一
条
、
第
八
十
一
条
、
第
八
十
二
条
、
第
八
十
三
条
、
第
八
十
四
条
、
第
八
十
五
条
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

国
土
交
通
大
臣
が
し
た
登
録
そ
の
他
の
処
分
（
以
下
単
に
「
処
分
」
と
い
う
。
）
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
又
は
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
整

備
局
長
又
は
北
海
道
開
発
局
長
が
し
た
処
分
と
み
な
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
法
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
八
条
第
一
項
及
び
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
て
し
た
申
請
又
は
届
出
（
以
下
「
申
請

等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
方
整
備
局
長
又
は
北
海
道
開
発
局
長
に
対
し
て
し
た
申
請
等
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
二
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
五
月
一
三
日
国
土
交
通
省
令
第
六
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
二
月
一
七
日
国
土
交
通
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
七
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
八
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
五
十
九
条
第
一
項
及
び
第
六
十
四
条
か
ら
第
六
十
七
条
ま
で
並
び
に
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
十
一
条
第
二
項
及
び
第
七
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
し
た
登
録
そ
の
他
の
処
分
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
処
分
」
と
い
う
。
）
は
、
同
法
第
五
十
九
条
の

登
録
を
受
け
た
者
又
は
受
け
よ
う
と
す
る
者
及
び
管
理
業
務
主
任
者
又
は
同
法
第
六
十
条
第
二
項
の
管
理
業
務
主
任
者
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
地
方
整
備
局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
が
し
た
処
分

と
み
な
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
同
法
第
六
十
条
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
六
十
一
条
第
一
項
並
び
に
第
六
十
二
条
第
一
項
並
び
に
規
則
第
七
十
条
第
一
項
、
第
七
十
七
条
第
一
項
及
び
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準

用
す
る
規
則
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
て
し
た
申
請
、
提
出
又
は
届
出
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
方
整
備
局
長
又
は
北
海
道
開
発
局
長
に
対
し
て
し
た
申
請
等

と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
七
日
国
土
交
通
省
令
第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
二
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
六
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
指
定
を
受
け
て
い

る
講
習
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う

。
）
第
六
十
九
条
第
一
号
の
登
録
を
受
け
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
旧
規
則
第
六
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
指
定
を
受
け
た
講
習
を
修
了
し
た
者
は
、
新
規
則
第
六
十
九
条
第
一
号
に
該
当
す
る
者
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
六
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
会
社
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に
よ
る
申
請
書
そ
の
他
の
文
書
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
様
式
又
は
書
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
相
当
の
規
定
が
あ
る
も
の
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
助
教
授
の
在
職
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
お
け
る
助
教
授
と
し
て
の
在
職
は
、
准
教
授
と
し
て
の
在
職
と
み
な
す
。

一
か
ら
十
三
ま
で
　
略

十
四
　
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
六
条

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
九
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
五
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
記
様
式
第
二
号
表
面
、
別
記
様
式
第
九
号
表
面
、
別
記
様
式
第
十
号
の
四
表
面
、
別
記
様
式
第
十
六
号
表
面
、
別
記
様
式
第
二
十
三
号
の
四
表
面
、

別
記
様
式
第
二
十
六
号
、
別
記
様
式
第
二
十
八
号
表
面
、
別
記
様
式
第
三
十
号
表
面
及
び
別
記
様
式
第
三
十
二
号
表
面
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
管
理
組
合
か
ら
管
理
事
務
の
委
託
を
受
け
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
で
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
締
結
さ
れ
た
も
の
に
基
づ
き
行
う
管
理
事
務
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の

推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
十
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
契
約
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条
　
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
別
記
様
式
第
二

号
、
別
記
様
式
第
九
号
、
別
記
様
式
第
十
号
の
四
、
別
記
様
式
第
十
六
号
、
別
記
様
式
第
二
十
三
号
の
四
、
別
記
様
式
第
二
十
八
号
、
別
記
様
式
第
三
十
号
及
び
別
記
様
式
第
三
十
二
号
に
よ
る
証
明
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
規
則
別
記

様
式
第
二
号
、
別
記
様
式
第
九
号
、
別
記
様
式
第
十
号
の
四
、
別
記
様
式
第
十
六
号
、
別
記
様
式
第
二
十
三
号
の
四
、
別
記
様
式
第
二
十
八
号
、
別
記
様
式
第
三
十
号
及
び
別
記
様
式
第
三
十
二
号
に
よ
る
証
明
書
と
み
な
す
。

第
四
条
　
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
が
掲
げ
て
い
る
旧
規
則
別
記
様
式
第
二
十
六
号
に
よ
る
標
識
は
、
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て

三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
新
規
則
別
記
様
式
第
二
十
六
号
に
よ
る
標
識
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
一
五
日
国
土
交
通
省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
四
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
二
七
日
国
土
交
通
省
令
第
一
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。
）
別
記
様
式
第
二
十
二
号
に
よ
る
管
理

業
務
主
任
者
証
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
別
記
様
式
第
二
十
二
号
に
よ
る
管
理
業
務
主
任
者
証
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
二
月
九
日
国
土
交
通
省
令
第
八
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
、
第
八
条
、
第
十
七
条
、
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
。
以
下
「
番
号
利
用
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
四
条
　
当
分
の
間
、
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
五
条
第
三
項
、
第
四
十
二
条
第
二
項
、
第
五
十
三
条
第
二
項
及
び
第
七
十

条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
二
十
五
条
第
三
項
中
「
の
う
ち
住
民
票
コ
ー
ド
（
同
法
第
七
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
住
民
票
コ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
に
つ
い

て
」
と
、
同
令
第
四
十
二
条
第
二
項
、
第
五
十
三
条
第
二
項
及
び
第
七
十
条
第
四
項
中
「
の
う
ち
住
民
票
コ
ー
ド
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
に
つ
い
て
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
月
四
日
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
通
訳
案
内
士
法
及
び
旅
行
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
一
月
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
九
月
一
三
日
国
土
交
通
省
令
第
三
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
整
備
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
九
月
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
六
日
国
土
交
通
省
令
第
四
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
二
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
三
日
国
土
交
通
省
令
第
九
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
二
月
三
日
国
土
交
通
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
及
び
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
三
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
八
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
五
三
号
）
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（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
一
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
七
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
及
び
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
二
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
四
日
国
土
交
通
省
令
第
一
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
条
（
同
令
第
六
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
令
和
四
年
度
以
後
に
お
い
て
行
わ
れ
る
マ
ン
シ
ョ
ン

管
理
士
試
験
及
び
管
理
業
務
主
任
者
試
験
か
ら
適
用
す
る
も
の
と
し
、
令
和
三
年
度
以
前
に
お
い
て
行
わ
れ
た
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
試
験
及
び
管
理
業
務
主
任
者
試
験
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
九
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
四
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
五
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
が
掲
げ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
記
様
式
第
二
十
六
号
に
よ
る
標
識
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日

か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
記
様
式
第
二
十
六
号
に
よ
る
標
識
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
五
月
二
七
日
国
土
交
通
省
令
第
六
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
十
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
五
月
二
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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別
記
様
式
第
一
号
（
第
一
条
の
二
関
係
）
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
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30



  

31



  

32



  

33



  

34



  

35



  

36
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別
記
様
式
第
一
号
の
二
（
第
一
条
の
六
関
係
）
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
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別
記
様
式
第
一
号
の
三
（
第
一
条
の
七
関
係
）
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）

 

39



  

40



  

41



  

42



  

43



  

44



  

45



  

46



  

47
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別
記
様
式
第
一
号
の
四
（
第
一
条
の
八
関
係
）
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
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別
記
様
式
第
一
号
の
五
（
第
一
条
の
十
関
係
）
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
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別
記
様
式
第
一
号
の
六
（
第
一
条
の
十
一
関
係
）
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
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別
記
様
式
第
一
号
の
七
（
第
六
条
関
係
）

別記様式第一号の七(第六条関係) 

(A4) 

マンション管理士試験受験申込書 

 
収 入 印 紙 

(消印しないこと。) 

 

 

 フリガナ   ※ 整理番号  

氏 名 
(姓) (名) 

生年月日 

 □明治 □大正 

 □昭和 □平成 

 □令和 

  年   月   日 性 別 □男□女 

郵便番号 

         

 

フリガナ  

住 所 

 

 

 

電話番号 
              

希望試験地 
 

試験一部免除の有無 □有        □無 

 私は、マンション管理士試験を受けたいので、マンションの管理の適正化の推進に関

する法律施行規則第6条の規定により申し込みます。 

       年  月  日 

国 土 交 通 大 臣 
    殿 

指定試験機関代表者 

氏名                  

備考 1 □のある欄は該当する□の中にレ印を付けること。 

   2 ※印欄には、記入しないこと。 

   3 指定試験機関に申し込む場合には、所定の手続により受験手数料を納付し、収入

印紙を貼らないこと。 
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別
記
様
式
第
二
号
　
削
除

別
記
様
式
第
三
号
（
第
二
十
五
条
関
係
）

別記様式第三号（第二十五条関係）（令元国交令1・令2国交令98・一部改正） （A4） マンション管理士登録申請書 フリガナ※整理番号 （姓）（名） 氏名 □明治□大正 年月日 生年月日□昭和□平成性別□男□女 □令和 ― 郵便番号 フリガナ 住所 フリガナ 本籍 （日本の国 籍を有しな い者にあっ ては、その 者の有する 国籍） 電話番号 マンション □平成 管理士試験 年月日 に合格した □令和 年月日 合格証書番号 私は、マンション管理士の登録を受けたいので、マンションの管理の適正 化の推進に関する法律施行規則第25条第1項の規定により申請します。 年月日 国土交通大臣 殿 指定登録機関代表者 氏名 収入印紙 （消印しないこと。） 又は領収証書を貼ること。 備考1□のある欄は該当する□の中にレ印を付けること。 2※印欄には、記入しないこと。 3この申請書には、所定の登録免許税に相当する収入印紙又は領収証書を貼ること。 4指定登録機関に申請する場合には、所定の手続により登録手数料を納付すること。  
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別
記
様
式
第
四
号
（
第
二
十
五
条
関
係
）

別記様式第四号（第二十五条関係）（令元国交令34・令2国交令98・一部改正） （A4） 誓約書 私は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第30条第1項各号の いずれにも該当しない者であることを誓約します。 年月日 氏名 国土交通大臣 殿 指定登録機関代表者  
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別
記
様
式
第
五
号
（
第
二
十
六
条
関
係
）

別記様式第五号（第二十六条関係）（平16国交令4・一部改正） （A4） マンション管理士登録簿 登録番号登録年月日 氏名 生年月日 住所 本籍性別 試験の合格年月日合格証書番号 講習の修了年月日及び講習実施機関 年月日講習実施機関 年月日講習実施機関 名称の使用の停止 年月日期間 理由 訂正又は削除 年月日種類理由  
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別
記
様
式
第
六
号
（
第
二
十
七
条
関
係
）

別記様式第六号（第二十七条関係） （A4） マンション管理士登録証 氏名 （年月日生） 住所 本籍 性別 試験の合格年月日 合格証書番号 登録番号 登録年月日 国土交通大臣 指定登録機関代表者 発行番号第号  
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別
記
様
式
第
七
号
（
第
二
十
八
条
関
係
）

別記様式第七号（第二十八条関係）（令2国交令98・一部改正） （A4） 登録事項変更届出書 （フリガナ） 氏名 年月日生 住所 収入印紙 登録番号（） （消印しないこと。） 登録年月日年月日 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第30条第2項の登録事項に 下記のとおり変更がありましたので届け出ます。 登録事項変更前変更後変更年月日備考 年月日 国土交通大臣 殿 指定登録機関代表者 氏名 備考指定登録機関が行う登録証の訂正を受けようとする場合には、所定の手続により手数料を納付し、収入印紙をはらないこと。  
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別
記
様
式
第
八
号
（
第
二
十
九
条
関
係
）

別記様式第八号（第二十九条関係）（令2国交令98・一部改正） （A4） 登録証再交付申請書 （フリガナ） 氏名 年月日生 住所 収入印紙 登録番号（） （消印しないこと。） 登録年月日年月日 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第29条第1項の規 定に基づき、下記の理由により再交付を申請します。 （理由） 年月日 国土交通大臣 殿 指定登録機関代表者 氏名 備考指定登録機関に再交付を申請する場合には、所定の手続により手数料を納付し、収入印紙をはらないこと。  
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別
記
様
式
第
九
号
　
削
除

別
記
様
式
第
十
号
（
第
四
十
二
条
関
係
）

別記様式第十号(第四十二条関係) 

(表 面) 

(A4) 

登 録 講 習 機 関 登 録 申 請 書 

登録の種類 新 規 ・ 更 新 

※ 登録番号  

※ 登録・更

新 年 月 日 
年  月  日  

この申請書により、マンションの管理の適正化の推進に関する法律 

第41条の登録 

第41条の5第1項の 

 

を申請します。 

登録の更新 

年  月  日   

申請者             

 

 

  国土交通大臣    殿 

フ リ ガ ナ 

氏 名 又 は 名 称 

 

住 所 

郵便番号(   ―    ) 

 

電話番号(   )  ―    

講習事務を行う主たる

事 務 所 の 所 在 地 

郵便番号(   ―    ) 

 

電話番号(   )  ―    

フ リ ガ ナ 

法人である場合の代表

者の氏名 

 

講習事務を開始しようとする年月日 年  月  日   

備考 

 1 ※印のある欄には、記入しないこと。 

 2 「新規・更新」及び 
「 第41条の登録 

については、不要の 

  第41条の5第1項の登録の更新 」 

  ものを消すこと。 
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(裏 面) 

(A4) 

講 師 に 関 す る 事 項 

フ リ ガ ナ 

氏 名 
担当する予定の科目 
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式
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号
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（
第
四
十
二
条
の
四
関
係
）

別記様式第十号の二（第四十二条の四関係）（平16国交令4・追加） （A4） 登録講習修了証 氏名 生年月日年月日 この者は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の規定に基づく講習の課程を修了した者であることを証します。 講習の修了年月日年月日 交付年月日年月日 修了証番号第号 登録講習機関印 （登録番号第番）  
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式
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十
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の
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第
四
十
二
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の
十
三
関
係
）

別記様式第十号の三（第四十二条の十三関係）（平16国交令4・追加、令元国交令1・令2国交令98・一部改正） （A4） マンション管理士講習受講申込書 収入印紙 （消印しないこと。） フリガナ ※整理番号 （姓）（名） 氏名 □明治□大正□昭和性 生年月日□男□女 年月日 □平成□令和別 郵便番号― フリガナ 住所 電話番号 登録番号 私は、マンション管理士の講習を受けたいので、マンションの管理の適正化の推 進に関する法律施行規則第42条の13の規定により申し込みます。 年月日 国土交通大臣殿 氏名 備考1□のある欄は該当する□の中に印を付けること。 2※印欄には、記入しないこと。  
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別
記
様
式
第
十
号
の
四
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除

別
記
様
式
第
十
一
号
（
第
五
十
一
条
関
係
）

別記様式第十一号（第五十一条関係）（平14国交令100・平15国交令65・平18国交令60・平24国交令18・令元国交令1・令2国交令98・一部改正） （第六面） 登録免許税納付書・領収証書又は証紙はり付け欄 （消印してはならない。） 備考 1各面共通事項 ①申請者は、＊印の欄には記入しないこと。 ②「申請時の登録番号」の欄は、更新の場合にのみ記入すること。 ③「役名コード」の欄には、下表により該当する役名のコードを記入すること。 ア個人の場合には記入しないこと。 イ代表取締役が複数存在するときには、そのすべての者について「01」を記入すること。 01代表取締役04代表社員13代表執行役 （株式会社）（持分会社）（株式会社） 02取締役05社員14執行役 （株式会社）（持分会社）（株式会社） 03監査役07理事09その他 （株式会社） 15会計参与08監事 （株式会社） ④「管理業務主任者の登録番号」の欄は、管理業務主任者である場合にのみ、その登録番号を記入すること。 ⑤氏名の「フリガナ」の欄は、カタカナで、姓と名の間に1文字分空けて左詰めで記入し、その際、濁点及び半濁点は1文字として扱うこと。また、「氏名」の欄も姓と名の間に1文字分空けて左詰めで記入すること。 ⑥「生年月日」の欄は、最初の□には下表より該当する元号のコードを記入するとともに、□に数字を記入するに当たっては、空位の□に「0」を記入すること。 （記入例）S37年06月13日M明治S昭和R令和 ［昭和37年6月13日の場合］T大正H平成 ⑦「住所」及び「所在地」の欄は、「丁目」「番」及び「号」をそれぞれ―（ダッシュ）で区切り、上段から左詰めで記入すること。 （記入例） 東京都千代田区霞が関2―1―3 2第一面関係 ①「登録の種類」の欄は、該当する番号を記入すること。 ②商号、名称又は氏名の「フリガナ」の欄は、カタカナで上段から左詰めで記入し、その際、濁点及び半濁点は1文字として扱うこと。また、「商号、名称又は氏名」も、上段から左詰めで記入すること。 ③「法人・個人の別」の欄は、該当する番号を記入すること。 ④代表者又は個人に関する事項については、法人の場合で代表者が複数存在するときには、申請者である代表者について記入し、その他の者については、第三面の役員に関する事項に記入すること。 例えば、株式会社の場合で代表取締役が複数存在するときには、申請者である代表取締役について記入し、その他の者については、第三面の役員に関する事項の欄に記入すること（第三面であっても代表取締役の役名コードは「01」を記入すること。）。 3第二面関係 ①商号、名称又は氏名の「フリガナ」の欄は、カタカナで上段から左詰めで記入し、その際、濁点及び半濁点は1文字として扱うこと。また、「商号、名称又は氏名」も、上段から左詰めで記入すること。 ②「法人・個人の別」の欄は、該当する番号を記入すること。 ③法定代理人の代表者に関する事項（法人の場合）については、代表者が複数存在するときには、その中から選任された1名の代表者について記入し、その他の者については、法定代理人の役員に関する事項（法人の場合）に記入すること。 例えば、株式会社の場合で代表取締役が複数存在するときには、その中から選任された1名の代表取締役について記入し、その他の者については、法定代理人の役員に関する事項（法人の場合）の欄に記入すること（法定代理人の役員に関する事項（法人の場合）であっても代表取締役の役名コードは「01」を記入すること。）。 ④第二面に記載しきれない場合は、同じ様式により作成した書面に記載して当該面の次に添付すること。 4第三面関係 ①第三面は、申請者が法人の場合にのみ記入すること。 ②役員に関する事項の欄は、第一面で代表者として記入した者については記入しないこと。 ③第三面に記載しきれない場合は、同じ様式により作成した書面に記載して当該面の次に添付すること。 5第四面関係 ①第四面は、項番□30の事務所ごとに作成すること。 ②「事務所の別」の欄は、該当する番号を記入すること。 ③「法第56条第1項ただし書きに該当する事務所であるかどうかの別」の欄は、該当する番号を記入すること。 ④法第56条第1項ただし書きに該当する事務所については、項番□41の記入を要しない。 ⑤「電話番号」の欄は、市外局番、市内局番、番号をそれぞれ―（ダッシュ）で区切り、左詰めで記入すること。 （記入例）03―5253―8111 6第五面関係 ①「専任の管理業務主任者に関する事項（続き）」の欄は、第四面に記載しきれない場合に使用することとし、第四面の次に添付すること。 ②第五面は、項番□30の事務所ごとに作成すること。 ③第五面に記載しきれない場合は、同じ様式により作成した書面に記載して当該面の次に添付すること。 
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二
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（
第
五
十
三
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関
係
）

別記様式第十二号（第五十三条関係）（平14国交令100・平24国交令18・令元国交令1・令2国交令98・一部改正） （A4） 添付書類 誓約書 申請者、申請者の役員、法定代理人及び法定代理人の役 員は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第47 条各号に該当しない者であることを誓約します。 年月日 商号又は名称 氏名 法定代理人 商号又は名称 氏名 地方整備局長 殿 北海道開発局長 （A4） 添付書類 マンション管理業経歴書 1．事業の沿革 最初の 組織変更 登録 年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日 2．管理受託契約の実績 期間 年月日から年月日から年月日から年月日から年月日から 年月日まで年月日まで年月日まで年月日まで年月日まで 内容の1年間の1年間の1年間の1年間の1年間 受託契約 件数 受託 契約額 （千円） 受託 組合数 受託棟数 受託戸数 備考 1新規に登録を申請する者は、「最初の登録」の欄に「新規」と記入すること。 2「組織変更」の欄には、合併又は商号、名称若しくは氏名の変更について記入すること。 3「期間」の欄には、事業年度を記入すること。 （A4） 添付書類 専任の管理業務主任者設置証明書 下記の事務所は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第56条第1項本文に規定する要件を備えていることを証明します。 年月日 地方整備局長 北海道開発局長殿 商号又は名称 氏名 （法人にあっては、代表者の氏名） 記 管理事務の委託 管理業務主任者 事務所の名称所在地を受けた管理組 の数 合の数 名組合 （A4） 添付書類 備考 1各面共通事項 ①この書面は、申請者が法人である場合にのみ記入すること。 ②申請者は、＊印の欄には記入しないこと。 ③「申請時の登録番号」の欄は、更新の場合にのみ記入すること。 ④「住所」及び「住所又は所在地」の欄は、「丁目」「番」及び「号」をそれぞれ―（ダッシュ）で区切り、上段から左詰めで記入すること。 東京都千代田区霞が関2―1―3 （記入例） ⑤第一面又は第二面に記載しきれない場合は、同じ様式により作成した書面に記載して当該面の次に添付すること。 2第一面関係 ①「役名コード」の欄は、下表により該当する役名のコードを記入すること。 11相談役 12顧問 ②「就任年月日」及び「生年月日」の欄は、最初の□には下表より該当する元号のコードを記入するとともに、□に数字を記入するに当たっては、空位の□に「0」を記入すること。 （記入例）S37年06月13日M明治S昭和R令和 ［昭和37年6月13日の場合］T大正H平成 ③氏名の「フリガナ」の欄は、カタカナで、姓と名の間に1文字分空けて左詰めで記入し、その際、濁点及び半濁点は1文字として扱うこと。また、「氏名」の欄も姓と名の間に1文字分空けて左詰めで記入すること。 3第二面関係 ①氏名又は名称の「フリガナ」の欄は、カタカナで、姓と名の間に1文字分空けて左詰めで記入し、その際、濁点及び半濁点は1文字として扱うこと。また、「氏名又は名称」の欄も左詰めで記入すること。なお、株主又は出資者が個人である場合には、姓と名の間に1文字分空けて記入すること。 ②「生年月日」の欄は、株主又は出資者が個人の場合にのみ記入すること。その場合に最初の□には下表より該当する元号のコードを記入するとともに、□に数字を記入するに当たっては、空位の□に「0」を記入すること。 （記入例）S37年06月13日M明治S昭和R令和 ［昭和37年6月13日の場合］T大正H平成 ③「割合」の欄は、株式会社にあっては該当する株主につき保有株式の発行済株式総数に対する割合を、その他の法人にあっては該当する出資者につき出資金額の出資金総額に対する割合を記入すること。 （A4） 添付書類 略歴書 住所 （フリガナ） 生年月日 氏名 管理業務主任者 職名 の登録番号 期間従事した職務の内容 自年月日 至年月日 自年月日 至年月日 自年月日 至年月日 自年月日 至年月日 自年月日 職歴 至年月日 自年月日 至年月日 自年月日 至年月日 自年月日 至年月日 自年月日 至年月日 自年月日 至年月日 上記のとおり相違ありません。 年月日 氏名 （A4） 添付書類 資産に関する調書 年月日現在 資産価格摘要 資産 現金預金 有価証券 未収入金 土地 建物 備品 権利 その他 計 負債 借入金 未払金 預り金 前受金 その他 計 備考 1この調書は、個人の業者のみが記入する。 2「権利」とは、営業権、地上権、電話加入権その他の無形固定資産をいう。 （A4） 添付書類 第三者との間で締結する返還債務の保証契約に関する事項 第三者の氏名保証契約の名称保証契約の内容 
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別記様式第十三号（第五十六条関係）（平14国交令100・平15国交令65・平18国交令60・平24国交令18・令2国交令98・一部改正） （A4） 230 マンション管理業者登録簿登録事項変更届出書 （第一面） 下記のとおり、マンション管理業者登録簿の登載事項のうち、 商号、名称又は氏名及び住所代表者又は個人法定代理人役員法定代理人の役員事務所専任の管理業務主任者について変更がありましたので、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第48条第1項の規定により届け出ます。 年月日 地方整備局長 北海道開発局長殿 申請者商号又は名称 氏名 （法人にあっては、代表者の氏名） 電話番号（）― ファクシミリ番号（）― 備考 1各面共通事項 ①申請者は、＊印の欄には記入しないこと。 ②「変更年月日」及び「生年月日」の欄は、最初の□には下表より該当する元号のコードを記入するとともに、□に数字を記入するに当たっては、空位の□に「0」を記入すること。 （記入例）S37年06月13日M明治S昭和 ［昭和37年6月13日の場合］T大正H平成 ③「役名コード」の欄は、下表により該当する役名のコードを記入すること。 ア個人の場合には記入しないこと。 イ代表取締役が複数存在するときには、そのすべての者について「01」を記入すること。 01代表取締役04代表社員13代表執行役 （株式会社）（持分会社）（株式会社） 02取締役05社員14執行役 （株式会社）（持分会社）（株式会社） 03監査役07理事09その他 （株式会社） 15会計参与08監事 （株式会社） ④「管理業務主任者の登録番号」の欄は、管理業務主任者である場合にのみ、その登録番号を記入すること。 ⑤氏名の「フリガナ」の欄は、カタカナで、姓と名の間に1文字分空けて左詰めで記入し、その際、濁点及び半濁点は1文字として扱うこと。また、「氏名」の欄も姓と名の間に1文字分空けて左詰めで記入すること。 ⑥「住所」及び「所在地」の欄は、「丁目」「番」及び「号」をそれぞれ―（ダッシュ）で区切り、上段から左詰めで記入すること。 東京都千代田区霞が関2―1―3 （記入例） 2第一面関係 ①からまでの事項については、該当するものの番号を〇で囲むこと。 ②商号、名称又は氏名の「フリガナ」の欄は、カタカナで上段から左詰めで記入し、その際、濁点及び半濁点は1文字として扱うこと。また、「商号、名称又は氏名」の欄も、上段から左詰めで記入すること。 ③項番□12の届出は、次の区分に応じ、それぞれ当該区分に定めるところにより作成すること。 ア代表者に交代があった場合 「変更区分」の欄に「1」を記入するとともに、「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記載すること。 イ代表者の氏名に変更があった場合 「変更区分」の欄に「2」を記入するとともに、「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記載すること。 3第二面関係 ①商号、名称又は氏名の「フリガナ」の欄は、カタカナで上段から左詰めで記入し、その際、濁点及び半濁点は1文字として扱うこと。また、「商号、名称又は氏名」の欄も、上段から左詰めで記入すること。 ②項番の届出は、次の区分に応じ、それぞれ当該区分に定めるところにより作成すること。 ア代表者に交代があった場合 「変更区分」の欄に「1」を記入するとともに、「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記載すること。 イ代表者の氏名に変更があった場合 「変更区分」の欄に「2」を記入するとともに、「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記載すること。 ③項番の届出は、次の区分に応じ、それぞれ当該区分の定めるところにより作成すること。 ア代表者以外の役員に交代があった場合 「変更区分」の欄に「1」を記入するとともに、「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記載すること。 イ代表者以外の役員に新たな者を追加した場合 「変更区分」の欄に「1」を記入するとともに、「変更後」の欄にのみ記載すること。 ウ代表者以外の役員を削減した場合 「変更区分」の欄に「1」を記入するとともに、「変更前」の欄にのみ記載すること。 エ代表者以外の役員の氏名に変更があった場合 「変更区分」の欄に「2」を記入するとともに、「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記載すること。 4第三面関係 項番□21の届出は、次の区分に応じ、それぞれ当該区分の定めるところにより作成すること。 ア代表者以外の役員に交代があった場合 「変更区分」の欄に「1」を記入するとともに、「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記載すること。 イ代表者以外の役員に新たな者を追加した場合 「変更区分」の欄に「1」を記入するとともに、「変更後」の欄にのみ記載すること。 ウ代表者以外の役員を削減した場合 「変更区分」の欄に「1」を記入するとともに、「変更前」の欄にのみ記載すること。 エ代表者以外の役員の氏名に変更があった場合 「変更区分」の欄に「2」を記入するとともに、「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記載すること。 5第四面関係 ①第四面は、項番□30の事務所ごとに作成すること。 ②「事務所の別」の欄は、該当する番号を記入すること。 ③「法第56条第1項ただし書きに規定する事務所であるかどうかの別」の欄は、該当する番号を記入すること。 ④項番□30の「事務所の別」及び「事務所の名称」の欄は、その変更の有無にかかわらず、変更前の「事務所の別」及び「事務所の名称」を記入すること。ただし、事務所を新設した場合は、当該事務所の「事務所の別」及び「事務所の名称」を記入すること。 ⑤項番□31の届出は、次の区分に応じ、それぞれ当該区分に定めるところにより作成すること。 ア事務所を新設した場合 「変更区分」の欄に「1」を記入するとともに、「変更後」の欄にのみ記載すること。 イ事務所を廃止した場合 「変更区分」の欄に「1」を記入するとともに、「変更前」の欄にのみ記載すること。 ウ事務所の名称又は所在地に変更があった場合 「変更区分」の欄に「2」を記入するとともに、「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記載すること。 ⑥「電話番号」の欄は、市外局番、市内局番、番号をそれぞれ―（ダッシュ）で区切り、左詰めで記入すること。 （記入例）03―5253―8111 ⑦「従事する者の数」の欄は、右詰めで記入すること。 6第五面関係 ①第五面は、項番□30の事務所ごとに作成すること。 ②「事務所の別」の欄は、該当する番号を記入すること。 ③項番□30の「事務所の別」及び「事務所の名称」の欄は、その変更の有無にかかわらず、変更前の「事務所の別」及び「事務所の名称」を記入すること。ただし、事務所を新設した場合は、当該事務所の「事務所の別」及び「事務所の名称」を記入すること。 ④項番□41の届出は、次の区分に応じ、それぞれ当該区分に定めるところにより、項番□30の事務所ごとに作成すること。 ア専任の管理業務主任者に交代があった場合 「変更区分」の欄に「1」を記入するとともに、「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記載すること。 イ専任の管理業務主任者に新たな者を追加した場合 「変更区分」の欄に「1」を記入するとともに、「変更後」の欄にのみ記載すること。 ウ管理業務主任者を削減した場合 「変更区分」の欄に「1」を記入するとともに、「変更前」の欄にのみ記載すること。 エ管理業務主任者の氏名に変更があった場合 「変更区分」の欄に「2」を記入するとともに、「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記載すること。 
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別記様式第十四号（第五十九条関係）（平14国交令100・平17国交令21・令2国交令98・一部改正） （A4） 270 廃業等届出書 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第50条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。 年月日 地方整備局長 北海道開発局長殿 届出者住所 氏名 受付番号受付年月日届出時の登録番号 ＊＊（） 1．死亡2．合併による消滅3．破産手 届出の理由 続開始の決定4．解散5．廃止 商号、名称 又は氏名 氏名（法人にあ っては、代表者 の氏名） 主たる事務所の 所在地 届出事由の 生じた日 マンション管理確認欄 1．相続人2．元代表役員3．破産管財人 業者と届出人と 4．精算人5．本人 の関係＊ 備考 ①届出者は、＊印の欄には記入しないこと。 ②「届出の理由」及び「マンション管理業者と届出人との関係」欄は、該当するものの番号を〇で囲むこと。 ③死亡の場合にあっては、「届出の生じた日」の欄に死亡の事実を知った日を付記すること。  
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別記様式第十五号（第六十七条関係）（令元国交令1・令2国交令98・一部改正） （A4） 管理業務主任者試験受験申込書 収入印紙 （消印しないこと。） フリガナ※整理番号 （姓）（名） 氏名 □明治□大正 年月日 生年月日□昭和□平成性別□男□女 □令和 ― 郵便番号 フリガナ 都道 府県 現住所 電話番号 受験希望地 マンション管理士試験の合格者 であって試験一部免除申請の有□有□無 無 私は、管理業務主任者試験を受けたいので、マンションの管理の適正化の 推進に関する法律施行規則第67条において準用する同法施行規則第6条の規 定により申し込みます。 年月日 国土交通大臣 殿 指定試験機関代表者 氏名 備考 1□のある欄は該当する□の中にレ印を付けること。 2※印欄には、記入しないこと。 3指定試験機関に申し込む場合には、所定の手続により受験手数料を納付し、収入印紙を貼らないこと。  
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係
）

別記様式第十六号の二（第六十九条の二関係）（平18国交令25・追加、令2国交令98・一部改正） （表面） （A4） 登録実務講習登録申請書 ※登録番号 登録の種類新規・更新 年月日 ※登録・更新年月日 この申請により、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第69条の2第1項の登録 を申請します。 第69条の5第2項の登録の更新 年月日 申請者 国土交通大臣殿 フリガナ 氏名又は名称 郵便番号（―） 住所 電話番号（）― フリガナ 講習事務を行う主た る事務所の名称 郵便番号（―） 講習事務を行う主た る事務所の所在地 電話番号（）― フリガナ 法人である場合の代 表者の氏名 講習事務の 年月日 開始年月日 備考 1※印のある欄には、記入しないこと。 2「新規・更新」及び「第69条の2第1項の登録 第69条の5第2項の登録の更新」 については、不要のものを消すこと。 （裏面） （A4） 講師に関する事項 フリガナ 担当する予定科目 氏名 
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別記様式第十六号の三（第六十九条の六関係）（平18国交令25・追加） （A4） 登録実務講習修了証 氏名 生年月日年月日 この者は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第69条第1項第1号の規定に基づく実務についての講習の課程を修了したことを証明します。 講習の修了年月日年月日 交付年月日年月日 修了番号第号 登録実務講習実施機関印 （登録番号第号）  
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別記様式第十七号（第七十条関係）（平16国交令82・令元国交令1・令2国交令98・一部改正） 9「実務経験に関する事項」について記入しきれないときは、欄外に必要事項を記入し、「合計」の欄は、欄外に記入した実務経験の年月日を含めて記入すること。 10「期間」の欄は、それぞれ、最初の□には下表より該当する年号のコードを記入するとともに、□に数字を記入するに当たつては、空位の□に「0」を記入すること。 631103021231 （記入例）S～HS昭和H平成 ［昭和63年11月3日から平成2年12月31日までの場合］ 11「認定コード」の欄は、下表より該当する認定の内容のコードを記入すること。 国土交通大臣が指定する管理事務に関する実務についての講習を修 1 了した者 国、地方公共団体又はこれらの出資を伴い設立された法人における 2管理事務に関する業務に主として従事した期間が通算して2年以上で ある者 上記に掲げる者のほか、国土交通大臣がマンションの管理の適正化 の推進に関する法律第59条第1項に規定する管理事務に関し国土交通 3 省令で定める期間以上の実務の経験を有する者と同等以上の能力を有 すると認めた者 12「合格証書番号」の欄は、右詰めで記入すること。 13業務に従事するマンション管理業者に関する事項の「商号、名称又は氏名」の欄は、上段から左詰めで記入すること。 （第二面） 証紙欄 （消印してはならない） 備考 1申請者は、＊印の欄には記入しないこと。 2氏名の「フリガナ」の欄は、カタカナで、姓と名の間に1文字分空けて左詰めで記入し、その際、濁点及び半濁点は1文字として扱うこと。また、「氏名」の欄も姓と名の間に1文字分空けて左詰めで記入すること。 3「生年月日」の欄は、最初の□には下表より該当する元号のコードを記入するとともに、□に数字を記入するに当たっては、空位の□に「0」を記入すること。 （記入例）S37年06月13日M明治S昭和R令和 ［昭和37年6月13日の場合］T大正H平成 4「性別」の欄は、該当する番号を記入すること。 5「住所」の欄は、「丁目」「番」及び「号」をそれぞれ―（ダッシュ）で区切り、上段から左詰めで記入すること。 東京都千代田区霞が関2―1―3 （記入例） 6「電話番号」の欄は、市外局番、市内局番、番号をそれぞれ―（ダッシュ）で区切り、左詰めで記入すること。 （記入例）03―5253―8111 7「本籍」の欄は、戸籍のとおりに、上段から左詰めで記入すること。なお、外国籍の場合は記入しないこと。 東京都千代田区霞が関弐丁目壱番参号 （記入例） 8「実務経験に関する事項」の「商号、名称又は氏名」欄は、左詰めで記入すること。 
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別記様式第十八号（第七十条関係）（令2国交令98・一部改正） （A4） 実務経験証明書 （フリガナ） 被証明者氏名 実務経験先及び在職期間証明者 登録番号 国土交通大臣（） 登録番号 商号、名称第号 又は氏名 職務内容 商号、名称 従業者証明書又は氏名 番号 年月日から 在職期間年月日まで代表者氏名 年月間 登録番号 国土交通大臣（） 登録番号 商号、名称第号 又は氏名 職務内容 商号、名称 従業者証明書又は氏名 番号 年月日から 在職期間年月日まで代表者氏名 年月間 登録番号 国土交通大臣（） 登録番号 商号、名称第号 又は氏名 職務内容 商号、名称 従業者証明書又は氏名 番号 年月日から 在職期間年月日まで代表者氏名 年月間 在職 年月間 期間計 備考 1証明は実務経験先のマンション管理業者等が行うものとし、申請者がマンション管理業者（法人であるときは、その役員）であるときは、他のマンション管理業者等が証明すること。 2証明者が法人である場合においては、代表者が証明すること。 3実務経験先の登録が変更されているときは、区別して記載すること。  
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別記様式第十九号（第七十条関係）（平16国交令82・令元国交令34・令2国交令98・一部改正） 誓約書 （A4） 私は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第59条第1項第2号 から第7号までに該当しない者であることを誓約します。 年月日 氏名 地方整備局長 殿 北海道開発局長  
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別記様式第二十号（第七十二条関係）（平16国交令4・一部改正） （A4） 管理業務主任者登録簿 登録番号登録年月日 氏名 生年月日 本籍性別 住所 試験合格年月日合格証書番号 実務経験に関する事項 実務経験の期間に従事していたマンション管理業者の期間 登録番号、商号、名称又は氏名及びそこでの職務内容 合計 国土交通大臣の認定に関する事項 認定の内容認定年月日 業務に従事するマンション管理業者に関する事項 商号、名称又は氏名 登録番号 事務禁止等の処分 年月日内容 年月日内容 10管理業務主任者証に関する事項 交付年月日有効期間の満了する日発行番号 11講習の修了年月日及び講習実施機関 年月日講習実施機関 年月日講習実施機関  
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別記様式第二十一号（第七十三条関係）（平16国交令4・全改、平16国交令82・令2国交令98・一部改正） （A4） 管理業務主任者証 収入印紙欄 交付申請書 （消印してはならない） 下記により、管理業務主任者証の交付を申請します。 ↑年月日 地方整備局長 ←2．4㎝→ 殿 北海道開発局長 写 ㎝3 真 郵便番号 申請者住所 氏名 ↓ 申請の種類 1．新規2．更新 受付番号受付年月日申請時の登録番号 ＊＊ 受講年月日 ＊ 住所 電話番号（）― （フリガナ） 氏名 生年月日年月日 業務に従事して 商号、名称又は 氏名 いるマンション 管理業者に関す 登録番号国土交通大臣（）第号 る事項 試験の合格後1 いる 新規の場合年を経過してい1年を経過して いない るか否かの別 確認欄 現に有する管理 更新の場合業務主任者証の年月日 ＊ 有効期限 備考 ①申請者は、＊印の欄には記入しないこと。 ②「申請の種類」の欄は、該当する番号を記入すること。 ③「試験の合格後1年を経過しているか否かの別」の欄は、該当するものを〇で囲むこと。  
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別記様式第二十二号（第七十四条関係）（平16国交令82・平27国交令12・一部改正） 表 ↑ 管理業務主任者証 ↑ ←2．4㎝→ 氏名 写（年月日生） ㎝0．3 真 登録番号第号 下以㎝304．5上以㎝293．5 ↓登録年月日年月日 年月日まで有効 地方整備局長 北海道開発局長 交付年月日年月日 発行番号第号 ↓ ←8．547㎝以上8．572㎝以下→ 裏 備考 注意事項 1マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったとき、 重要事項説明のとき、又は管理事務の報告のときは、本証を提示する こと。 2登録が消除されたとき、又は本証が失効したときは、速やかに本証 を返納すること。 3事務禁止の処分を受けたときは、速やかに本証を提出すること。 4本証は他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 5本証を更新する場合は、交付申請の日前6月以内に行われる国土交 通大臣が指定する講習を受講すること。  
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別記様式第二十三号（第七十五条関係）（平16国交令4・全改、令2国交令98・一部改正） （表面） （A4） 登録講習機関登録申請書 ※登録番号 登録の種類新規・更新 ※登録・更新 年月日 年月日 この申請書により、マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第60条第2項本文（同法第61条第2 項において準用する場合を含む。）の 登録を申請します。 第61条の2において準用する同法第 41条の5の登録の更新 年月日 申請者 国土交通大臣殿 フリガナ 氏名又は名称 郵便番号（―） 住所 電話番号（）― 郵便番号（―） 講習事務を行う 主たる事務所の所在地 電話番号（）― フリガナ 法人である場合の 代表者の氏名 講習事務を開始しようとする年月日年月日 備考 1※印のある欄には、記入しないこと。 「 第60条第2項本文（同法第61条第2 項において準用する場合を含む。）の 2「新規・更新」及び登録については、 第61条の2において準用する同法第 41条の5の登録の更新 」 不要のものを消すこと。 （裏面） （A4） 講師に関する事項 フリガナ 担当する予定の科目 氏名 
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別記様式第二十三号の二（第七十五条関係）（平16国交令4・追加） （A4） 登録講習修了証明書 氏名 生年月日年月日 この者は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第60条第2項本文（同法第61条第2項において準用する場合を含む。）の規定に基づく講習の課程を修了したことを証明します。 講習の修了年月日年月日 交付年月日年月日 修了番号第号 登録講習機関印 （登録番号第番）  
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別記様式第二十三号の三（第七十五条関係）（平16国交令4・追加、令元国交令1・令2国交令98・一部改正） （A4） 管理業務主任者講習受講申込書 収入印紙 （消印しないこと。） フリガナ※整理番号 （姓）（名） 氏名 □明治□大正□昭和 生年月日□男□女 年月日性別 □平成□令和 郵便番号 － フリガナ 住所 電話番号 受講 希望地 私は、管理業務主任者講習を受けたいので、マンションの管理の適正化の推進に 関する法律施行規則第75条において準用する同規則第42条の13の規定により申し込 みます。 年月日 国土交通大臣殿 氏名 備考 1□のある欄は該当する□の中に印を付けること。 2※印欄には、記入しないこと。  
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三
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の
四
　
削
除

別
記
様
式
第
二
十
四
号
（
第
七
十
六
条
関
係
）

別記様式第二十四号（第七十六条関係）（平16国交令82・令元国交令1・令2国交令98・一部改正） （第二面） 証紙欄 （消印してはならない） ※申請内容が氏名及び住所の変更の場合のみ証紙を貼付すること。 備考 1申請者は、＊印の欄には記入しないこと。 2登録を受けている事項のうち、変更があったものについてのみ記入すること。 3「変更年月日」の欄は、最初の□には元号のコードとして「R」を記入するとともに、□に数字を記入するに当たっては、空位の□に「0」を記入すること。 （記入例）R13年08月01日 ［平成13年8月1日の場合］ 4氏名の「フリガナ」の欄は、カタカナで、姓と名の間に1文字分空けて左詰めで記入し、その際、濁点及び半濁点は1文字として扱うこと。また、「氏名」の欄も姓と名の間に1文字分空けて左詰めで記入すること。 5「住所」の欄は、「丁目」「番」及び「号」をそれぞれ―（ダッシュ）で区切り、上段から左詰めで記入すること。 東京都千代田区霞が関2―1―3 （記入例） 6「本籍」の欄は、戸籍のとおりに、上段から左詰めで記入すること。なお、外国籍の場合は記入しないこと。 東京都千代田区霞が関弐丁目壱番参号 （記入例） 7商号、名称又は氏名の「フリガナ」の欄は、カタカナで上段から左詰めで記入し、その際、濁点及び半濁点は1文字として扱うこと。また、「商号、名称又は氏名」も、上段から左詰めで記入すること。 
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別
記
様
式
第
二
十
五
号
（
第
七
十
七
条
関
係
）

別記様式第二十五号（第七十七条関係）（平16国交令82・令2国交令98・一部改正） （A4） 管理業務主任者証 証紙欄 再交付申請書 （消印してはならない） 年月日 地方整備局長 殿 北海道開発局長 申請者発行番号 （郵便番号） 住所 氏名 電話番号（）― 受付番号受付年月日申請時の登録番号 ＊ 受講年月日 ＊ マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第77条第1項の規定により、下記のとおり管理業務主任者証の再交付を申請します。 住所 （フリガナ） 氏名 生年月日年月日 1．亡失2．滅失3．汚損4．破損 再交付を申請す 確認欄 る理由 ＊ 備考 ①申請者は、＊印の欄には記入しないこと。 ②「再交付を申請する理由」の欄は、該当するものの番号を〇で囲み、具体的な理由を記すこと。 ③汚損又は破損を理由に申請する場合は、その汚損し、又は破損した管理業務主任者証を添付すること。  
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第
二
十
七
号
（
第
九
十
条
関
係
）

別記様式第二十七号（第九十条関係） （A4） 業務状況調書 管理受託契約の実績 期間 年月日から年月日までの1年間 内容 受託契約件数 受託契約額 （千円） 受託組合数 受託棟数 受託戸数 備考 「期間」の欄には、事業年度を記入すること。  
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別
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二
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号
（
第
九
十
三
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係
）

別記様式第二十九号(第九十三条関係) 

表  

   従 業 者 証 明 書  
従業者証明書番号 

5
.3
92
cm

以
上

5.
4
0
3
cm

以
下
 

  2.4cm 

3
.
0
c
m 

 従 業 者 氏 名  

写

真 

 

業務に従事する

事務所の名称

及 び 所 在 地 

 

この者は、マンション管理業者の従業者であるこ

とを証明します。 

証明書有効期間   年   月   日から 

             年   月   日まで 

登 録 番 号 

      国土交通大臣(  )第    号 

 (  年  月撮影)  

  

主たる事務所の所在地 

商号、名称又は氏名          

 代 表 者 氏 名   

8.547cm以上 8.572cm以下  

裏 
 

備 考 
 

 マンションの管理の適正化の推進に関する法律抜すい 

 

第88条 マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、使用人その

他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その

者をその業務に従事させてはならない。 

2 マンション管理業者の使用人その他の従業者は、マンションの管理に関する事

務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったと

きは、前項の証明書を提示しなければならない。 
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備考 

1 従業者証明書番号の付し方は、次の方法によること。 

(1) 第1けた及び第2けたには、当該従業者が雇用された年を西暦で表したときの西暦

年の下2けたを記載するものとする。 

(2) 第3けた及び第4けたには、当該従業者が雇用された月を記載するものとする。た

だし、その月が1月から9月までである場合においては、第3けたは0とし、第4けたに

その月を記載するものとする。 

(3) 第5けた以下には、従業者ごとに、重複がないように付した番号を記載するものと

する。 

2 業務に従事する事務所に変更があったときは、裏面に変更後の内容を記入すること。 

3 従業者の現住所等必要な事項がある場合には、裏面に記入すること。 

4 用紙の色彩は青色以外とすること。 

5 証明書の有効期間は5年以下とすること。 
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十
一
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係
）

別記様式第三十一号（第九十七条関係）（令2国交令98・一部改正） （A4） ※承認番号 ※承認年月日 保証業務承認申請書 この申請書により、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第97条 第1項の規定による保証業務の承認を申請します。この申請書及び添付書類 の記載事項は、事実に相違ありません。 年月日 申請者の住所 及び氏名 国土交通大臣殿 名称及び住所 代表者の氏名 資産の総額 （記入上の注意） （※印）欄は申請者が記入しないこと。  
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